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第8章 国際機関及び国際協力

第1節 国 際 機 関

1概 況

通信はその本来的性質か らみて世界的なものであり,世 界を通信で結ぶた

めには,ま ず第一に国際間に統一された合意を必要とする。そのため郵便及

び電気通信に関す る国際協力を維持,増 進するための政府間国際機関である

万国郵便連合(UPU)及 び国際電気通信連合(ITU)は,他 の国際機関に先

駆けて早 くから設立され,既 に110年 を超える歴史を有 し,ま た,加 盟国数

においても150か 国を超す大きな組織となっている。

1979年 秋には,UPUの 最高意思決定機関である大会議が,ま たITUに

おいては,今 後21世 紀に至るまでの電波利用の在 り方を方向づけた世界無線

通信主管庁会議(WARC-79)が 開催 された。

一方,通 信衛星を利用 して国際通信を行 うための国際組織である国際電気

通信衛星機構(イ ンテルサット)も 既に15年 を経過 し,そ のメンバも100か

国を超え,大 容量 ・高品質のシステムを安定的に提供 して衛星通信を日常的

なものとしている。その成功を背景 として,衛 星通信により海事通信の改善

を 目指す国際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)は,1979年7月16日 に発足 し

た。

以上のほか,政 府間海事協議機関(IMCO)及 び国際民間航空機関(ICAO)

においても,通 信は常に主要な問題の一つ として取 り上げられてお り,ま た

最近では,通 信技術の飛躍的発展が経済,社 会及び文化に広 く与える影響の

重要性を論点として,国 際連合教育科学文化機関(UNESCO),経 済協力開

発機構(OECD)等 においても通信にかかわる問題が活発な議論の対象 とな
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っ て い る。

2万 国郵便連合(UPU)

(1)概 要

万国郵便連合(加 盟国159)は,創 設以来百年有余の歴史を有する 国際連

合の専門機関の一つで,郵 便業務の効果的運営によって諸国民間の通信連絡

を増進 し,か つ,文 化,社 会及び経済の分野における国際協力の発展に寄与

することを目的とする政府間国際機関である。

我が国は,1877年(明 治10年)以 来UPU加 盟国であり,現 在,連 合の常

設機関である郵便研究諮問理事会の理事国として連合の活動において指導的

な役割を果たしている。

連合の最高意思決定機関としては,原 則として5年 に1回 開催される大会

議があ り,連 合の条約類は,こ の大会議で検討,改 正される。我が国は,加

入が義務的である万国郵便連合憲章,万 国郵便連合一般規則及び万国郵便条

約並びに加入が任意である小包郵便物に関す る約定等連合の条約の当事国で

ある。

連合の機関は,UPU憲 章及びUPU一 般規則に基づいて,第2-8-1

図のように構成されている。

連合の常設機関として,国 際事務局がスイスのベルヌに置かれ,連 合の日

常の活動を処理 している。この国際事務局には日本人職員2名 が勤務してい

る。

また,UPU憲 章に基づき,8の 限定連合が設立されてお り,我 が国は,

このうちアジア=オ セアニア郵便連合に加盟 している。

(2)第18回 万国郵便大会議

第18回 大会議は,1979年9月12日 から10月26日 までブラジルの リオ ・デ ・

ジャネイロで142か 国が参加 して開催 された。この大会議では,1,000件 を超

える議案が審議に付された。

主要な決定事項には,1981年 から1985年 までのUPU年 次経費の最高限度
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第2-8-1図 万国郵便連合(UPU)の 構成

執行理 事会

CE

(40か 国)

委 貝

(10)
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(連合の全加盟国)
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郵 便研究諮問理事会
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(35か 国)
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(7)

(毎年開催)

額の決定,UPU年 次経費の前払制度への移行,執 行理事会及び郵便研究諮

問理事会の理事国の選出,連 合の通貨制度へのSDR(特 別引出権)の 導入,

価格表記書状に関する約定の規定の万国郵便条約への統合,通 常郵便物の料

金の改定等がある。 この大会議で採択 された新条約類は,1981年7月1日 か

ら施行されることとなった。

(3)執 行理事会(CE)

執行理事会は,大 会議から大会議までの間の連合の事業の継続を確保する

ことを任務とし,連 合の年次予算等の審査,承 認を行 うほか,大 会議から付

託された案件を研究し,そ の結果を条約類の改正案等の形で次の大会議に提

出する。理事国は,大 会議ごとに選出され,年1回 連合の所在地 で 会 合 す

る。我が国は,1969年 から1979年 まで2期 理事国を務めたが三選禁止の規定
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により,第18回 大会議では執行理事会の理事国選挙には立候補でき な かっ

た。同理事会の1980年 の年次会合は5月5日 から5月17日 まで開催され,我

が国は郵便研究諮問理事会の委員会の議長国としてこれに出席 した。

(4)郵 便研究諮問理事会(CCEP)

郵便研究諮問理事会は,郵 便に関する技術上,業 務上,経 済上及び技術協

力上の諸問題につき研究を行い,意 見を表明することを任務とし,1957年 に

創設された連合の常設機関であり,大 会議が選出した35の 理事国で構成 され

る。我が国は,理 事会創設以来,理 事国を務めており,第18回 大会議におけ

る理事国選挙で引き続 き選出された。

新理事国による理事会は,理 事会の議長及び副議長を選出して,大 会議か

ら付託された43の 研究を行 うため7の 委員会を設置 し,そ れぞれの議長を選

出した。我が国は,郵 便機械化,局 舎及び自動車輸送に関する問題の研究を

任務とする第3委 員会の議長に選出された。

(5)ア ジア=オ セアニア郵便連合(AOPU)

アジア=オ セアニア郵便連合は,ア ジア及びオセアニア地域内における郵

便業務の改善及び郵便上の協力関係の緊密化を図るためにUPU憲 章に基づ

いて設立された限定郵便連合であ り,現 在,域 内のUPU加 盟国中15か 国が

加盟 している。

我が国は,1968年 に加盟 し,以 来,特 に技術協力の面で積極的に貢献 して

おり,郵 便業務の面では,本 連合加盟国あて船便の書状及び葉書の料金につ

き,一 般の外国あての料金を40%引 き下げたものを適用 している。

この連合の最高機関は大会議であるが,第3回 大会議は,1975年11月 にナ

ース トラリアのメルボルソで開催 された。この際に締結された条約は,1977

年5月1日 から施行されている。

なお,次 期大会議は1981年3月 にインドネシアで開催される予定である。

また,こ の連合の事業の継続を確保することを任務 とする執行理事会は,

すべての加盟国で構成され,原 則 として1年 に1回 会合することとされてい

る。1979年 の執行理事会は,12月7日 から12月12日 までオース トラリァのメ
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ル ボ ル ンで 開 催 され,大 会 議か ら付 託 され た 研 究 課 題 を 検 討 し,1980年 及 び

1981年 の 連合 の 予 算 を 審査,承 認 した 。

3国 際電気通信連合(ITU)

(1)概 要

国 際 電 気 通 信 連 合(加 盟 国154か 国)は,国 際連 合 の専 門機 関 の一 つ で,

電 気 通 信 の 分 野 に お い て 広 い 国 際 的 責任 を有 す る政 府 間 国 際機 関 で あ り,

1865年 に 万 国 電 信 連 合 と して発 足 した。

我 が 国は,1879年 に これ に 加 盟 して お り,し た が って1979年 は 加 盟100年

に 当た って い た。 この100年 間,我 が 国 は連 合 の 活動 に積 極 的 に参 加 し,国

際 協 力 の実 現 に 貢 献 して きた が,特 に1959年 以降 は,連 合 の管 理 理 事会 の理

事 国及 び 国 際 周波 数 登 録 委 員会(IFRB)の 委 員 選 出国 と して連 合 の運 営 面

に お い て も主 要 な 役 割 を 果 た して い る。 ま た,連 合 の 本 部 職 員 と して我 が 国

か ら5名(55年3月 末 現 在,IFRB委 員 を 含 む 。)が 派 遣 され て い る。

(2)管 理 理 事 会

管 理 理 事 会 は,全 権 委 員 会 議 に よ って 委 任 され た権 限 の 範 囲 内 で,全 権委

員 会 議 の代 理 者 と して 行 動 し,条 約,業 務 規 則,全 権 委 員 会 議 及 び 連合 の他

の会 議 ・会 合 の 決 定 の 実 務 を 容 易 に す るた め の措 置 を と る こ とを 任 務 と して

い る。

第34回 会 期 管 理 理 事 会 は,1979年6月4日 か ら6月21日 まで18日 間 スイ ス

の ジ ュネ ー ブに お い て 開 催 され,連 合 の 会 議 ・会 合 計 画,1980年 度 予 算,人

事 関 係,技 術 協 力 関 係 等 に つ い て 検 討 を 行 った。1980年 度 予 算 に つ い て は,

6,231万9,000ス イ ス ・フ ラ ンが 承 認 され,こ の うち我 が 国 は,252万8,000ス

イ ス ・フ ラ ン(約3億 円)を 分 担 す る こ と とな った。

な お,こ の第34回 会 期 にお い て は,副 議 長 が 我 が 国 か ら選 出 され た 。

(3)無 線 通 信 規 則 及 び 追 加 無 線 通 信 規 則 の 全 般 的 改 正 の た め の 世 界 無 線 通

信 主 管 庁 会 議(WARC-79)

ア.会 議 の概 要
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第2-8-2図ITUの 組 織

全権委員会議
全加盟国政府(現 在154)の
会議て最高の意思決定機関,
粂約改正,管 理理事会の理
事国の選出

無線通信主管庁会議
(世界及び地域)

電信電話主管庁会議
(世界及び地域)

管 理理事 会
36か国の代表で構成

(毎年会合)

事 務 総 局

(※ 事務総局長,※ 次長)

調 整 委 貝 会
事務総局長を補佐する機関,
次長,IFRB議 長,CCIR,

CCITTの 両委貝長で構成

国際無線通信諮問
委員会(CCIR)

無線通信技術上の問題を研
究(※委員長)

国際周波数登録
委貝会(IFRB)

周波数割当て、登録等を行 う

(※ 委員5名)

国際電信電話諮問
委員会(CCITT)

技術,運 用,料 金の問 題を
研究(※ 委員長)

1・醗 ・

一

lI [専門事務局

総 会

(通常3年 ごとに開催)

総 会

(通常3年 ご とに開催)
専 門 事 務 局

各種研究委貝会の会合
プ ラ ン 委 員 会
(世 界 及 び 地 域) 各種研究委員会の会合一

※印は選挙される役員

〔=〕 ・欄 関

現 在 の 理 事 国(36)

メ キ シ コ,カ ナ ダ,米 厨,ブ ラジ ル,ア ルゼ ンテ ィ ン,ト リニ ダ ッ ド ・ トバ ≠

ヴ ェ ネ ズエ ラ,フ ラ ン ス,西 独,ス ペ イ ン,イ タ リア,英 国,ス イ ス,ス ウ

ェー デ ン,ル ー マ ニア,ポ ー ラ ン ド,ハ ン ガ リー,ソ 連,タ ンザ ニ ア,エ ジプ

ト,ア ル ジェ リア,モ ロ ッ コ,カ メ ル ー ン,セ ネ ガル,ナ イ ジ ェ リア,ザ イー

ル,エ テ ィオ ピ ア,日 本,イ ン ド,中 国,オ ー ス トラ リア,サ ウデ ィ ・ア ラ ビ

ア,レ バ ノ ン,タ イ,イ ラ ン,マ レ イ シ ア
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上記の会議は,1979年9月24日 か ら12月6日 までの問,ス イスのジュネー

ブにおいて,ITUの 連合員(加 盟国)142か 国及び35の 関係国際機関の代表

及びオ'ブザーバー約2,000名 が出席 して開催された。

この会議では,総 会の議長選出の問題,短 波周波数帯及び静止衛星軌道の

使用の在 り方等を巡 り,先 進諸国と開発途上国とが厳 しく対立 したが,ITU

の伝統 ともいえる妥協の機運が生まれ,最 終的には予定の期間を1週 間延長

して所期の目的を達成 し,閉 幕 した。今回の会議では,周 波数帯分配表,技

術基準,周 波数割当ての調整 ・通告 ・登録手続,一 般管理規定,複 数の業務

に関係す る規定等電波の使用に関する一般的かつ主要な規定が改正されたほ

か,無 線通信規則及び追加無線通信規則の規定の再編成が行われ,後 述のと

お り,従 来の追加無線通信規則は廃止されることになった。会議の諸決定は

最終文書に収録されており,こ の最終文書には,133か 国が署名 した。最終

文書は,下 記の規定を除き,1982年1月1日 に発効する。

(ア)局 の識別に関する第N23条 及び附録第CA号(海 上移動業務識別)並

びに第62A条(海 上移動業務及び海上移動衛星業務の公衆通信)の 規定

については,1981年1月1日 に発効する。

(イ)附 録第27号 の航空移動業務㈹の周波数区域分配計画及びこれに直接関

連する同附録の規定については,1983年2月1日0001時(UTC)に 発

効する。

なお,技 術基準等に関する一部の規定においては,新 しい規律の適用

までに一定の経過措置が設けられているものがある。

イ.主 な決定事項

(ガ 周波数帯分配表

①4MHz以 下の周波数帯

この周波数帯では,国 際遭難 ・呼出し周波数である500kHz(電 信)

及び2,182kHz(電 話)の ガー ド・バンドの縮小,無 線航行業務のため

の周波数帯の確保,第 二地域の中波放送パ ンドの拡大等が決定された。

また,第 一地域の長波放送 と第二地域及び第三地域の航空 ビーコン局
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との混 信 問 題 は,我 が 国等 の努 力に もか か わ らず,基 本 的 な 解 決 に は至

らず,我 が 国 は,最 終 議 定 書 に お い て,航 空 ビー コ ン局 の運 用 を確 保 す

るた め に 必 要 と認 め る措 置 を 執 る権 利 を留 保 した 。

②4～27.5MHzの 周波 数 帯

こ の周 波数 帯 は,衛 星 回 線 及 び 海 底 ケ ー ブル の発 達,普 及 に よ り,短

波 固定 回 線 の需 要 が低 下 して い る一 方,海 上 移 動 業 務 や 放送 業 務 で は需

要 が ひ っ迫 して い る こ とか ら,固 定 業 務専 用 の周 波 数 帯 の一 部 を海 上 移

動 業 務 放 送 業 務等 に分 配 替 え す る こ と と し,10MHzよ り低 い周 波 数

帯 では,そ の一 部 を 他 の 業 務 と共 用 とす る こ とが 決定 され た。 こ の結 果,

従 来 約10MHz幅 あ った 固 定 業 務用 の専 用 周 波 数 帯 は 約3.5MHz幅 に

減 少 し,約5MHz幅 が,海 上 移 動業 務,放 送 業 務 等 との共 用 とな り,

約1.6MHz幅 が,こ れ ら の業 務 の専 用 とな った。

なお,既 存 の 固定 局 が新 た な 分 配 表 の 固定 業 務 の周波 数 帯 に移 行 す る

た め の最 終期 限 は,10MHzよ り低 い周 波 数 帯 の局 に つ い て は1994年7

月1日,ま た,10MHzよ り高 い 周波 数 帯 の局 につ い て は1989年7月1

日に,そ れ ぞ れ定 め られ た 。

③27.5～960MHzの 周波 数 帯

この周 波 数 帯 で は,将 来 の移 動 通 信 の需 要 に応 じるた め,移 動 業 務 に

対 す る分 配 が増 加 され た ほか,従 来,放 送 業 務,固 定 業 務,移 動 業 務等

に,地 域 間 で 不統 一 に分 配 され て い た もの が,相 当 程 度 統 一 され た。 ま

た,800MHz帯 では,我 が 国等 の提 案 に よ り,移 動 衛 星 業 務 へ の 分 配

が行 わ れ た。

④960MHz～40GHzの 周 波数 帯

この周 波 数 帯 では,固 定 衛 星 業 務 に対 す る分 配 が4/6GHz帯 及 び11/

14GHz帯 を中 心 に 大 幅 に拡 大 され た ほ か,海 上 移 動 衛 星 業 務等 の移 動

衛星 業 務 に対 して も分 配 幅 の拡 大 及 び 新 規 の分 配 が行 わ れ た。

また,地 球 探 査 衛 星 業 務 のセ ンサ用 に も相 当 の 周波 数 帯 が 分 配 さ れ

た。
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⑤40～400GHzの 周波数帯

この周波数帯では,今 回の会議において初めて,固 定業務,移 動業務

等の地上業務に周波数が分配され,ま た,固 定衛星業務等の宇宙業務へ

の周波数分配の見直 しが行われた。

また,周 波数帯分配表の上限が275GHzか ら400GHzに 拡大 され

た。

(イ)技 術基準等

局の一般的技術基準については,周 波数の許容偏差,ス プ リアス発射

レベルの最大許容値等に関 し,新 基準を採択 した。

また,電 波の発射の表示方法は,5字 から成る表示に改められた。

宇宙業務相互の周波数共用のための規定については,固 定衛星業務及

び放送衛星業務の静止衛星の位置を経度の ±0.1度 の精度に保つことと

し,ま た,静 止衛星のアンテナビームの指向確度は,既 に0.1度 と定め

られている12GHz帯 放送衛星以外についても,ビ ームの半値幅の10%

又は0.3度 のいずれか大きい方の値を超えてはならないこととし,規 定

を改めた。

㊥ 周波数割当ての調整 ・通告 ・登録手続

① 地上無線通信業務の周波数割当て

現行制度を改善する具体的方法として,短 波帯固定業務の既登録のす

べての周波数割当てを点検 して,A(他 の電気通信手段によっては,満

足なサービスを提供することができないもので,通 常運用に使用するも

の),B(他 の電気通信手段に対する予備として使用するもの)及 びC

(臨時使用のために保留するもので,国際的に混信の保護を必要としない

もの)に3分 類 し,そ れぞれ異なるステータスを与えることとなった。

また,こ の分類の考え方については,現 行記録の整理が終了 した後,短

波帯における固定局の新たな周波数割当ての通告を行 う場合にも適用す

ることとなった。

このほかに,開 発途上国が短波帯の固定局に対する周波数割当ての通
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告を行 う場合,周 波数のポイントを示さなくとも,比 較的簡単な周波数

割当ての特性に関する事項を示 して通告すれぽ足 りることとし,こ の場

合には,国 際周波数登録委員会(IFRB)及 び他の主管庁は,適 当 な 周

波数を選定するため,援 助と協力を行 うことが定められた。

② 宇宙無線通信業務の周波数割当て

現行の事前公表,調 整及び通告の3段 階の手続を基本的に維持するこ

ととし,規 定の明確化を図るための細部の手直 しが行われた。 また,地

上無線通信業務の周波数割当ての場合と同様,国 際周波数登録原簿の周

波数割当ての記録を定期的に総点検する規定が加えられた。

③ 周波数帯分配表の脚注で要求される調整については,お おむね宇

宙業務の局の調整手続に準 じた内容の手続が新たに定められた。

〈⇒ 一般的管理規定等

将来の宇宙通信の発展等に備えるため,新 たな定義が作成 され た ほ

か,海 上移動業務の局が使用する数字による新たな識別方法についての

基本規定が採択され,ま た,国 際呼出符字列の不足に対処するため,従

来のコールサインの組立て方が改められ,今 後の全世界的な無線局の増

加に備えることになった。

さらに,1949年 のジュネーブ条約によって保護される医療輸送体の識

別方法等について,新 たに規定を設けた。

また,WARC-BS(1977年 ジュネーブ)の 最終文書は,無 線通信規

則の附録として統合された。

(ガ 追加無線通信規則の廃止と無線通信規則の再編成

海上移動業務及び海上移動衛星業務の公衆通信に関する規定のうち,

国際計算等に関する基本的事項のみを無線通信規則に残 し,ほ かは国際

電信電話諮問委員会(CCITT)の 勧告にゆだねることとし,追 加 無 線

通信規則を廃止 した。また,無 線通信規則については,過 去20年 間にお

ける数次の一部改正で,規 定が複雑になっていたが,今 回,体 系化を図

り再編成した。
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㈲ 決議及び勧告

新規定の実施を補充するもの,周 波数帯分配表の改正に伴 う周波数割

当ての移行に関するもの,将 来の会議開催 とそれに対する指針に関する

もの,国 際無線通信諮問委員会(CCIR)等 への研究の要請に関す る も

の等,87件 の決議,91件 の勧告が採択された。

ウ.今 後の問題

この会議では,既 述のとお りの改正が行われ,今 後約20年 間における電波

需要の変化に対する手当てがなされた。もっとも,こ の会議の結果を受けて

より具体的な運用規定を作る必要性や個別の業務に関する規定の細部的な見

直しを図る必要性が残されている。また,今 回の会議では,開 発途上国の発

言が目立ち,特 に短波帯,宇 宙業務用周波数帯及び静止衛星軌道の使用の在

り方を巡 り,先 進諸国と対立 した。 しか し,こ れらの問題を解決するための

技術基準が確立されていないこと及び種々の論点を検討するための準備期間

が必要であることから,将 来の主管庁会議において解決の道を探ることとな

った。

以上の状況は,決 議 ・勧告における諸種の無線通信主管庁会議の開催要請

となってあらわれてお り,こ れらを総合的にみると,1982年 以降の数年間は,

毎年のように会議を開催す ることが要請 されていることになる。我が国とし

ては,こ れ らの会議への諸準備,南 北問題の中での対応の在 り方等を考慮し

ていく必要がある。

(4)世 界電気通信展示会 「テレコム79」

全権委員会議(1973年,マ ラガ=ト レモ リノス)「 希望」第3に 基づく世

界電気通信展示会 「テレコム79」は,1979年9月20日 から26日 までジュネー

ブで開催 された。

世界電気通信展示会は,「電気通信技術の最新の進歩を連合員に周知 す る

ため及び開発途上にある国の利益のため電気通信の科学及び技術の利用の可

能性を周知するため」(「希望」第3)開 催されるものであるが,「 テ レコ ム

79」 には42か 国か ら約600機 関が参加,展 示を行 った。
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我が国か らは,電 電公社,国 際電電,NHK,(財)海 外通信 ・放送 コンサル

ティング協力(JTEC)の ほか民間の3団 体7企 業が参加 した。

(5)国 際無線通信諮問委員会(CCIR)

CCIRは,国 際電気通信連合の常設機関であって,1929年 に創設され既に

半世紀の歴史を持っている。

CCIRの 任務は,無 線通信に関する技術や運用の問題について研究 し,勧

告を出すことである。研究項目は,CCIRの ほかITUの 全権委員会議,主

管庁会議などで決め られ,CCIRの 中に設けられている研究委員会に付託 さ

れ,審 議される。

研究委員会は全部で13あ って(第2-8-3表 参照),そ れぞれ担当分野

が定められており,基 礎的な研究である電波伝搬から地上通信,宇 宙通信,

放送などの実際的な業務に関するものまで広範囲にわたっている。このほか

に,研 究問題の専門化,多 様化に対処 して効率的な活動を行 うため,総 会や

研究委員会の下に多 くの中間作業班が設けられている。

総会は,通 常3～4年 ごとに開催 され,研 究委員会の研究成果を承認する

かどうかを決定する。総会で採択された文書は,勧 告等の形で発表され,無

第2-8-3表CCIRの 研究委員会

研究委員会 所 掌 事 務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CMTT

CMV

周波数有効利用,電 波監視

宇宙研 究及 び電波天文業 務

約30MHz以 下 の周波数の固定業務

衛星利用 の固定業務

非 電離媒質 内伝搬

電離媒質 内伝搬

標準周 波数及 び報時信号業 務

移動業務

無線 中継 システムを用い る固定業務

放送業務(音 声)

放送業務(テ レビジ ョン)

音声及 びテ レビジ ョン伝送

用 語
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線通信システムの設計及び実施のための世界的な技術的指針 となる。

一方,CCIRは,各 種無線通信主管庁会議の審議のための技術的基礎を提

供 し,ま た,必 要な場合には,無 線通信規則の改正案を無線通信主管庁会議

に提出する。

CCIRは,第14回 総会(1978年)以 降新たな研究会期に入 り,次 期 総 会

(1982年)に 向けて研究活動が始められた。

1979年 度の主な活動は,次 のとお りである。

ア.CCIR第8研 究委員会中間作業班IWP8/7

この中間作業班は,海 上移動衛星 システムの技術運用特性に関す る基本的

な問題について研究するため,第14回 総会においてその設立が決議 されたも

ので,第1回 会合が1979年5月9日 から11日 まで,第2回 会合が1980年3月

24日か ら28日まで,そ れぞれ ロンドンにおいて開催された。

これらの会合では,① 衛星利用による遭難通信システムの技術運用要件,

②船舶地球局の技術運用特性,③ 固定衛星業務からの干渉保護基準等につい

て検討が行われ,報 告案等が作成された。

イ.CCIR中 間作業班IWP/PLEN1

この中間作業班は,最 近における無線技術の発展 と多様化に伴い,研 究委

員会の研究課題が増加 し,複 雑化 してぎたことか ら各研究委員会の責任範囲

及びCCIRの 作業組織を見直すために,第14回 総会でその設立が決議 された

もので,第1回 会合が1979年6月25日 から28日 までジュネーブにおいて開催

された。

この会合では,今 後検討すべ きCCIRの 組織上の問題点が整理され,総 会

の役割,研 究委員会の構成,ITUの 中でのCCIRと 他の機関 と の 関 係,

CCIRと 他の国際機関及び発展途上国との関係等について討議が行われると

ともに今後の作業手順等が決定 された。

(6)国 際電信電話諮問委員会(CCITT)

CCITTは,電 信及び電話に関する技術,運 用及び料金の問題について研

究 し,勧 告を作成することを任務としている(第2-8-4表 参照)。
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CCITT研 究委員会,プ ラン委員会等一覧

研究委員会 研 究 担 当 項 目

1 電信の運用及びサー ビス品質

H 電話の運用及びサー ビス品質

皿 一般料金原則

IV 国際間の伝送路,網
の保守

回線 及び回線鎖の保守,全 自動及 び半 自動

V 電磁誘導による危険及び妨害の防止

VI ケーブル外被及び電柱の保護 及び仕様

VII デ ータ伝送用新通信網

皿 電信及び端末機器,市 内接続線

電信伝送 品質,電 信回線のための機器 の仕様及び規則

X 電信交換

i電 話交換及び信号

刈 電話伝送特性及び市内電話網

測 ファクシ ミリ電信のための伝送及び機器

1伝 送方式

潮 障 話回線
湖 データ伝送

㎜ デ ィジタ ル網

CMBD

WORLD

PLAN

回線雑音及 び信頼性
(CCITT/CCIR合 同研究委員会)
〔CCITT側 の管理に よる。〕

世界通信網 の一般発 展計画
(CCITT/CCIR合 同委員会)
〔CCITT側 の管理 に よる。〕

PLAN

ASIA
アジア ・大洋州地域 通信網 の一般発展計画

PLAN
AFRICA

アフ リカ地域通信網の一般 発展計画

PLAN

LATIN

AMERICA

ラテ ンア メ リカ地域通信網の一般発展計画

PLAN

EUROPE
ヨーロッパ及 び地中海地域通信網 の一般発展計画
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特別自主作業部会 研 究 担 当 項 目

GAS3 伝送 システ ムの経済的,技 術的比較検討

GAS5
降 済条件・電気通信の雑

GAS6 交換方式の経済的,技 術的比較検討

合同作業部会 研 究 担 当 項 目 関係研究委員会

GMLTG 電話以外の目的のための電話型回線
の使用

IX,XIV,XV,

XVII,CMBD

GMSMM 海上移動業務 1,H,皿

第3研 究委員会
地 域 料 金 班 研 究 担 当 項 目

GRTAF 料金(ア フ リカ地域)

GRTAL 料金(ラ テ ンア メ リカ地域)

GRTAS 料 金(ア ジア ・大 洋州地域)

GRTEUREM料 金(ヨ ー ロッパ及び地 中海 地域)

1979年 度 中 に は,1976年 の前 回総 会 で定 め られ た 研 究 課 題 に つ い て,1980

年 秋 に 開 催 され る次 回総 会 へ の報 告 提 出 を 目指 して,引 き続 き各 研 究 委 員 会

で 検 討 が 行 わ れ た。 特 に 活 発 な 研究 活動 が 行 わ れ て い るの は,新 デ ー タ網,

電 子 交 換,フ ァク シ ミ リ,デ ー タ伝 送 等 の 分 野 で あ る。 我 が 国は,す べ て の

研 究 委 員会 に 参 加す る と と もに,多 数 の 寄 与 文 書 を 提 出 し,こ れ らの活 動 に

積 極 的 に 貢 献 して い る。

な お,54年11月7日 か ら15日 まで,フ ァ クシ ミ リに 関 す る第14研 究 委 員 会

の 会合 が 京都 で 開催 され た。

4国 際電気通信衛星機構(INTELSAT)

(1)概 要

イ ンテルサ ットは,通 信衛星を利用 した国際公衆電気通信業務に必要な宇

宙部分を世界のすべての地域に提供することを主たる目標 としている組織で
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あ り,1964年8月,暫 定 的 制 度 と して発 足 した。 そ の後,数 次 にわ た る恒 久

化 のた め の 国 際会 議 を経 て,1973年2月 「国 際電 気 通 信 衛 星機 構(イ ンテ ル

サ ッ ト)に 関 す る協 定 」 及 び 「国 際 電気 通 信 衛 星 機 構(イ ンテ ル サ ッ ト)に

関 す る運 用協 定 」 が発 効 し,恒 久 的 制 度 とな った 。

両 協 定 の うち,前 者 は イ ンテ ルサ ッ トに参 加す る政 府 が 署 名 す る政 府 間協

定 であ って,機 構 の組 織 等 の基 本 的 事項 を規 定 し,後 者 は,政 府 が指 定 す る

電 気 通 信 事 業体 が署 名 す る協 定 であ って,機 構 の財 政 的,運 用 的 側 面 に関 す

る事 項 を 定 め て い る。

我 が 国 は,暫 定 的 制 度 発 足 時 か らイ ンテ ル サ ッ トに 参 加 して お り,イ ンテ

ルサ ッ トに 出 資 し,そ の運 営 に参 画 す る電 気 通 信 事 業 体 と して,国 際 電 電 を

指 定 して い る。

なお,イ ンテ ル サ ッ トの締 約 国 は1980年3月31日 現 在102で あ る。

(2)イ ン テ ルサ ッ トの 組 織 構 成

イ ンテ ル サ ッ トの組 織 は,政 府 間協 定 の全 締 約 国 で構 成す る締 約 国総 会,

運 用 協定 の全 署 名 当事 者 で構 成 す る署名 当事 者 総 会,出 資率 の大 き さ又 は 地

域 配 分 に よ り選 定 され る署 名 当 事者 の 代表 で構 成 す る理 事 会 及 び理 事 会 に 属

し管 理 業 務 を遂 行 す る事 務 局 の4者 構 成 とな って い る。

(3)第4回 締 約 国 総 会(臨 時)

締 約 国 総会 は,主 と して主 権 国 と して の締 約 国 に関 係 が あ る も の を 審 議

し,イ ンテ ル サ ッ トの一 般 方 針 及 び長 期 目標 を 審 議 す る こ とな どを 任 務 と し

てい る。 第4回 締 約 国 総 会(臨 時)は,1979年4月2日 及 び3日 の2日 間 フ

ィリピ ンの マ ー ラで開 催 され た。 この会 合 の主 要 議 題 は,イ ンテ ル サ ッ ト協

定 第14条(d)に 基づ く協 議 で あ り,イ ン ドネ シア のPALAPA-Bシ ステ ム 及

び 欧 州通 信 衛 星 網(ECSシ ス テ ム)の 各 シ ステ ム とイ ンテ ル サ ッ トと の シ

ステ ム間 調整 につ い て審 議 され た。

そ の 結 果,締 約 国総 会 は,両 シス テ ム と も,イ ンテ ル サ ッ トシス テ ム と技

術 的 に 両 立 し,か つ イ ンテ ルサ ッ トシス テ ム に経 済 的 な 著 しい影 響 を与 えな

い との 認 定 を,理 事会 の助 言 に 基 づ き,勧 告 の形 式 で 表 明 した 。
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(4)第8回 署名当事者総会

署名当事者総会は,理 事会から提出されるイソテルサットの活動に関する

年次報告,将 来計画に関する報告等を審議し,署 名当事者又は署名当事者の

集団に対 し,理 事会において代表される資格を与える最小出資率を決定する

ことなどを任務としている。第8回 署名当事者総会は,1979年4月4日 から

6日 までフィリピンのマニラにおいて開催され,理 事会の報告を審議すると

ともに,前 述の最小出資率を1.69%と することを決定 した。

(5)理 事 会

理事会は,イ ンテルサット宇宙部分の企画,開 発,建 設,設 定及び維持に

ついて責任を有 しており,イ ンテルサット運営の中心的機関である。理事会

の構成員は,1980年3月31日 現在,出 資率の大きさによって選出される理事

23,地 域グループの代表である理事4の 計27で ある。 これ らの理事が代表す

る締約国は,83か 国である。その内訳は第2-8-5表 のとお りである。

なお,1979年12月31日 現在のインテルサットに対する各国の署名当事者の

持分の合計は5億5,018万 米 ドルである。

理事会は,少 なくとも年4回 以上会合を開催することになってお り,1979

年度においては,第38回 か ら第41回 まで4回 開催 された。理事会には,技 術

及び計画の二つの諮問委員会並びに予算 ・会計審査委員会があ り,理 事会の

活動を補佐している。

本年度における理事会の主要な活動は次のとお りである。

① インド洋地域における2衛 星運用

現在,イ ンド洋地域には,運 用衛星は1個(他 に予備衛星1個)配 置さ

れているが,こ の地域における衛星通信需要の増大に伴い,1982年 末に運

用衛星を2個(他 に予備衛星1個)と することが決定された。

②TDMA/DSIの 導入

将来における変調 ・多元接続技術 としてTDMA/DSI(時 分割多 元 接

続/デ ィジタル通話音声挿入システム)を 導入することを承認 した。

この方式は,回 線容量を現在の約3～4倍 に増大させるものと期待され
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第2-8-5表 インテルサ ッ トに対す る理事 の出資率

(1980.3.1現 在)

理 事 瞭 率

1.米 国

2,英 国/ア イ ル ラ ン ド

3.フ ラ ンス/モ ナ コ

4.ブ ラ ジル/ポ ル トガ ル/パ ラ

グ ァイ

5.ド イ ツ連 邦 共 和 国

6.ア ジア太 平 洋 グル ー プ(注D

7.日 本

8.サ ウデ ィ ・ア ラ ビア

9.イ タ リア/ヴ ァチ カ ン

10.イ ラ ン/韓 国/パ キ ス タ ン/

トル コ

Il.オ ース トラ リア

12.ス ペ イ ン/メ キ シ コ

13.カ ナ ダ

14.ア ラブ グル ー プ1(注2)

0

0

0

3

7

0

0

0

4

8

9

5

5

8

6

0

6

0

3

3

1

0

8

7

6

6

5

2

2

3

6

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

理 事

15.オ ース ト リア/ギ リシ ァ/リ
ヒテ ン シ ュタ イ ン/ス イ ス

16.ナ イ ジ ェ リア

17.ヴ ェネ ズ エ ラ/ボ リビァ

18.ア ラ ブ グル ー プH(注3)

19.ベ ル ギ ー/オ ラ ン ダ/ル クセ

ン ブル グ

20.東 南 ア ジ ア グル ー プ(注4)

21.ア ラ ブグ ル ー プ皿(注5)

22.ア ル ゼ ンテ ィソ/チ リ

23.コ ロ ン ビア/エ ク ア ドル/ペ
ノレー

24.北 欧 グル ー プ(注6)

25.ア フ リカ グル ー プH(注7)

26.ア フ リカ グル ー プ1(注8)

27.カ リブ グル ー プ(注9)

計

出資率

6

9

1

9

2

0

9

2

0

0

9

9

9

8

Z

a

λ

L

L

L

1
.

5

3

7

6

4

4

4

8

7

・4

2

7

7

6

1

1

1

1

∩
》

0

69

(注)1.イ ン ド,マ レ ー シ ア,ニ ュ ー ・ジ ー ラ ン ド,シ ン ガ ポ ー ル,ス リ ・ ラ ン

カ

2.ア ル ジ ェ リア,ジ ョ ル ダ ン,レ バ ノ ン,リ ビ ア,モ ー リ タ ニ ア,モ ロ ッ

コ,オ マ ー ン,シ リア,チ ュ ニ ジ ア

3.ア ラ ブ 首 長 国 連 邦,イ エ メ ン ・ア ラ ブ

4.イ ン ドネ シ ア,フ ィ リ ピ ン,タ イ

5.イ ラ ク.ク ウ ェ イ ト,カ タ ル

6.デ ン マ ー ク,フ ィ ン ラ ン ド,ア イ ス ラ ン ド,ノ ー ル ウ ェ ー,ス ウ ェ ー デ

ン

7.カ メ ル ー ン,中 央 ア フ リカ 共 和 国,チ ャ ド,コ ソ ゴ,ガ ボ ン,象 牙 海

岸,マ リ,セ ネ ガ ル,上 ヴ オ ル タ,ザ イー ル

8。 エ テ ィ オ ピ ア,ケ ニ ア,タ ンザ ニ ア,ウ ガ ン ダ,ザ ン ビ ァ

9.パ ル パ ド ス,ド ミニ カ,ハ イ テ ィ,ジ ャr2イ カ,ト リ ニ ダ ッ ド ・ トバ ゴ
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て い る。

③ 国 内業 務 の 計 画 ベ ー ス に よる提 供

現 在,衛 星 の 調達 ・運 用 計 画 は,国 際公 衆 電 気 通 信 業 務 の需 要 見 通 しに

基 づ い て た て られ て お り,国 内通 信 用 の トラ ンス ポ ンダ ・リー ス は,国 際

公 衆 電 気 通信 業 務 の需 要 を満 た して後 な お 容量 に余 裕 が あ る場 合 に のみ 行

うとの 原則 に よ って い る が,将 来 国 内通 信 用 トラ ンス ポ ンダ ・リー ス の需

要 も衛 星 の調 達 ・運用 計 画 に組 み 入 れ る との方 向 で 問 題点 の検 討 を 行 った 。

(6)イ ンテ ルサ ッ トの 衛 星 シ ス テ ム

1980年3月 現 在,電 話4,000回 線 及 び テ レビ ジ ョ ン2チ ャ ンネ ル分 の容 量

を持 つIV号 系 衛 星 と,こ れ に トラ ンス ポ ン ダ数 の 増 加,ス ポ ッ ト ・ビ ー ムに

よ る周 波 数 の再 使 用 等 とい った 改 良 が 加 え られ,電 話6,000回 線 及 び テ レビ

ジ ョン2チ ャ ソネ ル分 の容 量 を 持 つIV-A号 系 衛 星 とが運 用 に 供 さ れ て い

る。

運 用 衛 星 の配 置 及 び 使 用 状 況 は 第2-8-6表 の とお りで あ る。

1979年12月31日 現 在,124か 国 の222地 球 局(ア ンテ ナ 数271)が イ ンテ ル

サ ッ トの シ ス テ ムを利 用 して い る。 な お,国 内通 信 用 の トラ ン スポ ン ダ ・ リ

第2-8-6表 イ ンテ ル サ ッ トの 運 用 衛 星 の 配 置 使 用 状 況

(1980.1.31現 在)

地 域 大 西 洋 イ ン ド用 太 平 洋

衛 星

静 止 位 置

IV-A
(F-1)

西 経

24,56度

】V-A

(F-4)

西 経

34.47度

爪1(F一 正)

西 経
18.45度

接 続 ア ソ テ ナ 数 57 34 7

使 用 ユ ニ ッ ト 数

G三題藁")
10,739.5 6,920 3,574

】V-A

(F-6)

東 経
62,95度

IV(F-8)

東 経
174,19度

551 27

7,757 4,004

(注)ユ ー ッ トとは,二 つ の標準地球局 間に4kHz相 当の電話双方向回線を 設 定

す るために必要な衛星の電力 と帯域であ って,2単 位を もって1双 方向回線が

設定 され る。
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一 スは ,1980年3月31日 現 在15か 国(21件)の 署 名 当事 者 に 対 して行 って い

る。

将 来 の衛 星 シ ステ ムに つ い て は,電 話1万2,000回 線 及 び テ レビ ジ ョソ2

チ ャ ソネ ル分 の容 量 を 持 つV号 系 衛 星 の 開発 が1980年 中 の打 上 げ を 目指 して

続 行 された ほか,さ らに大 ぎな 容 量 を持 つ衛 星 につ い て の検 討 も 開 始 さ れ

た。

5国 際海事衛星機構(INMARSAT)

(1)イ ン マル サ ッ トの 発 足

国 際海 事 衛 星 機 構(イ ンマ ルサ ッ ト)は,海 事 通 信 を 改善 す るた め に 必要

な宇宙 部 分 の提 供 を 目的 とす る組 織 と して設 立 が 構 想 され,3回 にわ た る政

府 間 会 議 に お け る審 議 を 経 て,1976年9月3日 に イ ンマ ル サ ッ トに関 す る条

約 と同 運 用協 定 が署 名 のた め に開 放 され た。 こ の条 約 と運 用協 定 は 自 らの定

め に よ り,締 約 国 とな った 国 の有 す る出 資率 の合 計 が 当初 出資 率 の95%を 超

え る こ とを発 効 の条 件 と して い た が,1979年5月17日 に こ の条 件 が 満 た さ

れ,同 年7月16日,発 効 期 限 まで1か 月 半 を余 す のみ で 条 約及 び運 用協 定 が

発 効 し,イ ンマ ル サ ッ トは発 足 した 。

我 が 国 は,条 約 につ い ては1977年3月22日 に 受 諾 を 条件 と して署 名 を 行

い,第84回 国会 に お い て承 認 を 受 け た 後,同 年11月25日 に 受諾 書 を寄 託 し,

一 方
,運 用 協 定 につ い ては,1977年3月22日 に,国 際 電 電 を これ に署 名 す る

事 業体 と して指 定 し,同 社 は 同 年4月7日 に署 名 を 行 って い る。

なお,1980年3月 末 現 在 の イ ンマ ル サ ッ トの締 約 国 と出 資率 は第2-8-

7表 の とお りで あ る。

(2)イ ン マル サ ッ トの 組 織 構 成

イ ソマ ル サ ッ トの組 織 は,イ ンマ ル サ ッ トに関 す る条 約 の全 締 約 国 で構 成

す る総 会,出 資率 の大 き さ又 は 地域 配 分 に よ り選 定 され る署 名 当事 者(及 び

署 名 当 事 者 グル ー プ)の 代 表 で構 成 され る理 事 会 及 び イ ンマ ル サ ッ トを 法 的

に代 表 す る事 務 局長 と専 門 ス タ ッフで構 成 され,業 務 の 管理,執 行 を 担 当す
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第2-8-7表

論

インマルサットの締約国及びその署名当事者の出資率

国 名 出資 率1国 名 出 資 率

国

連

ア

ナ

国

一

本

ア

ス

国

ヤ

ダ

ダ

ト

ン

ン

ク

・
∵

・
痴

・
∴

イ
ご

・

ク

↓

タ

・

漣

・

ラ

ウ

ペ

㍗

イ

米

ソ

白

ウ

英

ノ

日

イ

フ

ド

ギ

オ

カ

ク

ス

ス

デ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

23.43408

}一
9.92116

7.90197

7.02023

3.36537

2.89423

2.89423

2.89423

2.89423

2.62505

2.Ol921

2.OI921

1.88462

1。68274

ア

ド

ル

ド

ル

国

【

ド

ン

ド

ア

ル

ア

ト

勃

ジ
詳

豹

傷

・
ガ
ソ

耐
ン
∴

∵

鷲

拶

・

オ

イ

ブ

ポ

シ

中

ベ

フ

ア

一
ブ

ボ

ア

エ

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

計

1.68274

1.68274

1.68274

1.68274

1.68274

1.24038

0.60575

0.60575

0.60575

10
.36385

0.27288

0.20673

0.05000

0.05000

100.00000

(注)○ 出資率に基づ く理事会構成員(た だ し,ス ウェーデ ン/フ ィンラン ド,

オ ランダ/ベ ルギ ーは集団代表)

● 地域代表 と して第1回 総会で選出 された理嘉会構成 員

る事 務 局 の3者 構 成 とな って い る。

(3)総 会

総 会 は,主 権 国 と して の締 約 国 に 関 係す る事項 を 決定 し,ま た イ ンマ ル サ

ッ トの 一般 方 針,長 期 目標 な どにつ い て審 議 し,理 事 会 に対 して見 解 を 表 明

し,勧 告 を行 うこ とを主 た る任 務 と して い る。 そ の第1回 総 会 は,1979年10

月24日 か ら26日 ま で,ロ ン ドンで開 催 され た 。

概 要 は 次 の とお りで あ る。

ア.理 事 会 代 表 の選 出

理 事 会 代 表 の うち,総 会 は 地 域 代 表4名 の 選 出 を 行 い,そ の 結 果,ア ル ジ

山 リア,ア ル ゼ ンテ ィ ン,中 国 及 び ブル ガ リアの 署 名 当 事 者 が理 事 会 代 表 と

な った 。 、
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イ.本 部 協 定 の承 認

イ ンマ ル サ ッ トが 本 部 所 在 国 で あ る英 国政 府 と締 結 す る,機 構,事 務 局 職

員,締 約 国 の代 表 な どに 対 す る特権 及 び免 除 に関 す る協定 が承 認 され た 。 一

方,本 部協 定 を締 結 した 国以 外 の締 約 国 に お け る機 構,職 員 な どに対 す る特

権 及 び 免 除 に関 す る議 定 書 に つ い て も検 討 を行 い,議 定 書 案 を 全締 約 国 に照

会 す るな ど,必 要 な措 置 を と る こ とを事 務局 長 に要 請 した。

(4)理 事 会

理 事 会 は,イ ンマ ル サ ッ トの 目的 を 達 成す るた め に必 要 な宇 宙 部分 を提 供

す る責 任 を 持 ち,こ の責 任 を 果 た す た め に宇 宙 部 分 の企 画,開 発,取 得,運

用 等 に 関 す る方 針 な ど,す べ ての 適 当 な 任 務 を遂 行 す る権 限 を 有 して お り,

イ ンマ ルサ ッ ト事 業運 営 の 中心 的 機 関 で あ る。1980年3月 末 現 在 の理 事 会 を

構 成 す る署 名 当 事者 は 以下 の とお りで あ る。

ア ル ジ ェ リア,ア ル ゼ ンテ ィン,オ ー ス トラ リア,ブ ラジ ル,ブ ル ガ リ

ア,カ ナ ダ,中 国,デ ンマ ー ク.フ ラ ンス,西 独,ギ リシ ャ,イ ン ド,イ タ

リア,日 本,ク ウ ェイ ト,オ ラ ンダ/ベ ル ギ ー,ノ ール ウ ェー,ポ ー ラ ソ

ド,シ ンガ ポ ール,ス ペ イ ソ,ス ウ ェ ーデ ン/フ ィ ンラ ン ド,ソ 連,英 国,

米 国

(注)理 事 会は22名 で構成 され ることとなっているが,こ の うち出資率に基づ く代

表で,同 一の出資率 を有す るものが2以 上ある場 合は,22名 を超える ことが認

め られている。 現在 は,デ ンマー ク,オ ース トラ リア,イ ン ド,ブ ラジル,ポ

ーラン ド,シ ンガポールの下位6か 国が同一出資率 である。

1979年 度 に お い て は,第1回 か ら第3回 まで の理 事 会 が 開 催 され た が,そ

の主 要 な活 動 は 次 の とお りで あ る。

ア.理 事 会 及 び 事 務 局 に関 係す る事 項

出 資率 に基 づ く理 事 会 構 成 メ ンバ,理 事 会 手 続 規 則,理 事 会 会 合 で使 用 す

る用語 の 決定,理 事 会 の 議長,副 議長 の選 出な どを 行 うほ か,理 事 会 内 に,

技 術 ・運 用 及 び 財 務 ・市 場 計 画 の2諮 問委 員 会 を 設 置 す る こ とを決 定 し,理

事 会 の活 動 を補 佐 す る こ とと した 。

また,事 務 局 の組 織 は,当 面 事 務 局長 の 下 に法 務 室,総 務 ・財 務 部,技
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術 ・運 用 部 を 置 くこ と と した。

イ.宇 宙 部 分 を 巡 る動 き

現 在,米 国 の マ リサ ッ トシ ス テ ムに よ り提 供 され て い る海事 衛 星 通 信 サ ー

ビス を中 断 な く継 承 す るた め の イ ンマ ル サ ッ トの 初期 シス テ ムの計 画 に つ い

て は,イ ンマ ルサ ッ ト発足 以前 の準 備 委 員会 の段 階 か ら検 討 され て きた。 そ

の過 程 では,海 事 通 信 用 部 分 を と う載 した イ ンテ ル サ ッ トV号 系 衛 星3個 及

び ヨー ロ ッパ 宇宙 開発 機 関(ESA)が 開 発 中 の マ レ ッ クス衛 星3個 の組 合 せ

に よ る方 法 が 多 くの 国 の支 持 す る と ころ で あ った 。 しか し,理 事 会 に お い て

は,米 国 か ら,現 用 マ リサ ッ ト衛 星 は当 初1981年 と考 え られ て いた 設 計 寿 命

を上 回 って運 用 可 能 で あ るた め,新 た な観 点 か ら計 画 を再 検 討 す る必 要 が あ

る との意 見 が 出 され た 。 このた め理 事 会 は,イ ンサ ル テ ッ ト,ESA及 び マ

リサ ッ トシス テ ム の運 営 体 で あ る マ リサ ッ ト ・ジ 司イ ン ト ・ベ ン チ ャ ー か

ら,更 に必 要 な情 報 を 得 て 検 討 を 行 うこ と と した 。

6そ の他の国際機関

(1)ア ジ ア ・太 平 洋 電 気 通 信 共 同 体

ア ジ ア ・太 平 洋 電 気 通信 共 同体(Asia-Paci丘cTelecommunity,略 称APT)

は,ア ジ ア ・太 平 洋地 域 に お け る電 気通 信 の 開発 を 促 進 し,地 域 電 気 通 信網

を 確 立 す るた め の 地 域 国 際 機 関 で あ る。

APTの 根拠 規定 で あ るア ジア=太 平 洋 電 気 通 信 共 同体 憲章 は,1976年3

月24日 か ら同年4月2日 ま で 開催 され た 第32回ESCAP(ア ジ ア ・太平 洋経

済 社 会委 員会)総 会 に お い て採 択 され,APTへ の加 盟 資格 を有 す るす べ て

の者 に 開 放 され て い た が,1979年2月25日 に効 力 が発 生 し,そ の主 要機 関 で

あ る総会 及 び 管理 委員 会 の創 立 会 合 が 同年5月8日 か ら17日 ま でATP本 部

の所 在地 で あ るバ ン コ クに お い て 開催 され た 。

APTは,加 盟 国,準 加 盟 国及 び賛 助 加 盟 員 に よ り構 成 され て お り,加 盟

国 は1980年3月 末 現 在,ア フ ガ ニ ス タ ン,オ ー ス トラ リァ,バ ン グ ラデ シ ュ,

ビル マ,中 国,イ ン ド,日 本,マ レイ シア,ナ ウル,ネ パ ー ル,パ キ ス タ
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ン,フ ィ リ ピ ン,韓 国,シ ンガ ポ ー ル,タ イ,ヴ ィエ トナ ム及 び ス リ ・ラ ン

カ の17か 国,準 加 盟 国 は,ホ ン コ ンで あ る。 賛 助 加盟 員 は,企 業体 と して地

域 にお け る国 内 又 は 国際 電 気 通 信 業 務 を 運 営 す る事 業 体 で,加 盟 国 又 は準 加

盟 国か ら指 名 され る もの に開 放 され て お り,日 本 か ら電 電 公 社 及 び 国 際 電

電,ホ ン コ ンか らCable&WjrelessLtd.(C&W),HongKongTele-

phoneCompany,フ ィ リピ ンか らEasternTelecommunicationsPhilippines

Incorporated(ETPI),GlobeMackayCableandRadioCorporation

(GMCR),PhilippineCommunicationsSatelliteCorporation(PHILCO-

MSAT),PhilippineLongDistanceTelephoneCo.(PLDT),Ph量1ippine

GlobalCommunlcationsIncorporated(PGCI)の9社 が そ れ ぞれ 加盟 して

い る。

APTの 主 要 機 関 は,総 会,管 理 委 員 会 及 び 事 務 局 で あ るが,こ の ほか に

総 会 又 は管 理 委 員 会 はAPT目 的 遂 行 の た め必 要 と認 め る補 助機 関 及 び専 門

部 会 を設 置 す る こ とが で き る。

総 会 は,APTの 最 高 機 関 で あ り,APTの 目的 を 遂 行 す るた め の一 般 的 な

方 針及 び原 則 を 定 め る こ とを 主 た る任 務 と し,原 則 と して3年 ご とに会 合 す

る。

管 理 委 員 会 は,総 会 の決 定 及 び 指 示 に 従 い,APTの 事 務 運 営 の 監 督,年

間 の業 務 計 画 及 び 予 算 の検 討,承 認 を 主 た る任 務 と し,原 則 と して 毎年1回

会 合 す る。 事 務局 は,APTの 首 席 の 管理 職 員 で あ る事 務 局 長,管 理 委 員 会

が必 要 と認 め る数 の事 務局 次 長(現 在1名)及 び そ の他 の職 員 で構 成 され,

APTの 技 術 援 助 の総 合 計 画 及 び 事業 計 画 の実 施,APTの 業 務 計 画 案,予 算

の見 積 書,会 計計 算書,年 次 報 告 及 び定 期報 告 の 作成 等 を 主 な任 務 と して い

る。

創 立 会 合 に お い て は,主 要 機 関 人 事,暦 年 制 予 算 の採 用,業 務 計 画 作 成 の

た め の ガイ ドライ ン等 が採 択 され た が,1979年12月 に開 催 され た第2回(臨

時)管 理 委 員会 に お い ては,創 立 会 合 で採 択 され た ガイ ドライ ンに基 づ き,

1980年 度 の業 務計 画 が決 定 され,本 格 的 業 務 活動 を 開始 す るた め の第 一 歩 を
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踏 み 出 した。

(2)国 際 連 合 ア ジ ア ・太 平 洋 経 済 社 会 委 員 会(ESCAP)

ESCAP(EconomicandSocialCommissionforAsiaandthePacific)

は,国 連 経 済 社 会 理 事 会(ECOSOC)の 監 督 下 に あ る地 域 経 済 委 員 会 の一 つ

で,1947年3月 設 立 され た 国 連 ア ジ ア極 東経 済 委 員会(ECAFE)か ら 名 称

が 変更 され(1974年9月),現 在 に至 っ て い る もの で あ る。ESCAPの 本 部は

バ ン コ クに あ り,地 域 内各 国 の経 済,社 会 開発 のた め の協 力 を は じめ,こ れ

に 関 す る調 査,研 究,情 報 収 集 等 を 行 っ て い る。 現 在 の加 盟 国 は,域 内 国

30,域 外 国5,準 加 盟 国8の 計43か 国 で,我 が 国 は1954年 以 来 域 内の 加 盟 国

と して参 加 してい る。ESCAPに は,九 つ の常 設 委 員 会 が あ り,そ の一 つ で

あ る海 運 ・運 輸 通 信 委 員 会 にお い て,域 内 の電 気 通信 及 び 郵 便 の 開 発 に 関す

る技 術 及 び 経 済 関 係 の諸 問 題 の討 議,勧 告 を行 い,そ の 実 施 状 況 の検 討 が な

され てい る。

(3)政 府 間 海 事 協 議 機 関(IMCO)

ア.概 要

IMCOは,海 運 に 影 響 の あ るす べ て の種 類 の事 項 に関 す る 国 際協 力 を促 進

す る こ とを 目的 と して設 立 され た 国 際 連 合 の 専 門 機 関 の一 つ で あ る。

海運 業 務 の 分野 に お い て も無 線 通 信 は 広 く利 用 され て お り,こ れ まで に,

「1974年 の海 上 に お け る人 命 の 安 全 のた め の 国際 条 約 」,「1977年 の 漁船 の安

全 のた め の トレモ リ ノス国 際 条 約」,「1978年 の船 員 の訓 練,資 格 証 明 及 び 当

直 維 持 の基 準 に関 す る国 際 条 約 」 等,無 線 通 信 に関 係 す る条 約 が,IMCOの

招 集 す る 国際 会 議 にお いて 採 択 され,ま た,海 上 に お け る遭 難 通 信 制 度,種

々 の無 線 設 備 の基 準 等 に関 し,海 上 安 全 委 員 会 等 に お い て 審 議 が 行 わ れ,多

くの 決議 が採 択 され て い る。

イ.組 織

IMCOは,総 会,理 事 会,海 上 安 全 委 員 会,機 関 が 必 要 と認 め る補 助 機 関

及 び 事 務 局 で構 成 し,無 線 通 信 に 関 す る事 項 は 主 と して 補 助 機 関 であ る無 線

通 信 小 委 員 会 が 実 質 的 な 審 議 を 行 い,そ の 結 果 に つ い て 海 上 安 全 委 員 会 の 承
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認 を求 め る こ と と な って い る(第2-8-8図 参 照)。

ウ 活 動

1979年 度 に お い て,無 線 通信 が関 係す る も の と して は,次 の 活動 が行 わ れ

た。

第2-8-8図1MCO組 織 図

総
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(ア)無 線通信小委員会

海上の安全に関する事項のうち,無 線通信の分野に係る諸問題につい

て検討を行い.そ の結果を海上安全委員会に報告することを任務とする

無線通信小委員会の第21会 期が,1980年1月26日 から2月1日 までロン

ドンにおいて開催 された。

この会期では,① 海上における遭難及び安全のための通信に関する将

来の全世界的制度の検討が始められた。②船舶向け航行警報放送につい

て国際的な調整が行われた。③EPIRB(非 常用位置指示無線標識)の 運

用要件,デ ィジタル選択呼出方式,救 命艇及びいかだ用無線設備の要件

等については,今 後も審議を継続することとなった。

(イ)1974年 の海上における人命の安全のための国際条約の改正に関する作

業部会

1974年 の海上における人命の安全のための国際条約は,1980年5月25

日発効したが,こ れに先立って,IMCOは,こ の条約の改正について検

討を始めた。

この作業部会は,IMCOが,こ れまでに検討してきた条約の改正案及

び条約の改正に関係する決議を統一のとれた条約の規則案として編集す

ることを目的として,1980年2月4日 から8日 までロンドンにおいて開

催された。

審議は,事 務局が作成 した改正案に基づいて行われたが,こ の うち,

無線通信に関係のある主な事項は,① 旅客船及び総 トン数300ト ソ以上

の貨物船にVHF無 線電話局の設置を義務付けること。②無線電信局に

無線電話の送受信設備の備え付けを義務付けること。③無線電話の送信

機の最小通常通達距離を原則として150海 里に改めることなどである。

(4)国 際民間航空機関(ICAO)

ア.概 要

ICAOは ・国際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の

健全で・経済的な運営を図ることを 目的として設立された国際連合の専門機
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関の一つである。

航空の分野においても,通 信あるいは航行援助に各種の電波が駆使されて

おり,ICAOの 主要な任務には,国 際航空通信の要件,無 線通信及び無線航

法施設の技術基準,国 際航空業務に分配された周波数の使用等について,国

際的な統一基準を設定することがある。これらの具体的な内容は,ICAOの

標準及び勧告方式 として国際民間航空条約の付属書に規定さ れ て い る。ま

た,対 外的には,ITU等 の活動における国際民間航空に影響のある問 題 に

ついての研究等に参画することも大きな任務の一つ となっている。

今日,こ の分野における電気通信の課題 としては,電 子技術を十分に活用

しての通信の自動化の促進,航 行援助施設の性能の向上及び新技術の研究開

発,宇 宙通信技術の導入等が挙げられる。

イ.組 織

ICAOの 組織は,総 会,理 事会,事 務局等のほか,そ れぞれの分野におけ

る専門的な活動を行 う各種委員会や地域航空会議等の補助機関により構成さ

れてお り,国 際航空通信に関する事項は,主 として航空委員会及びその下部

機関である通信部会等で審議され,そ の結果を理事会に勧告,助 言すること

になっている(第2-8-9図 参照)。

ウ.活 動

1979年12月10日 のICAO理 事会において,国 際民間航空条約第10付 属書

(航空通信に関する国際標準及び勧告方式)の 改正が行われた。

主な改正内容は,①1978年 の航空移動㈹業務に関する世界無線通信主管庁

会議の結果に基づき,SSB・HF無 線電話通信装置の技術規定が改正された

こと。②自動データ交換に関する技術規定を最近の技術の進歩に合わせて改

正したこと。③現在の国際標準に適合するILS(計 器着陸装置)の 有効期限

を10年間延長 して,1995年 までとしたこと。④MLS(マ イクロ波着陸装置)

の国際標準等を策定中であることを明らかに したこと。⑤航空固定電気通信

網及び運航管理通信の定義が改正されたことなどである。

なお,こ れらの改正は1980年11月27日 から適用される。
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第2-8-9図ICAO組 織 図

(5)国 際連合宇宙空間平和利用委員会

国際連合宇宙空間平和利用委員会は,国 際連合総会の下に宇宙空間の平和

利用に関する問題を検討することを 目的 として設置された機関であ り,そ の

下部機関として法律小委員会及び科学技術小委員会を設けて,付 託された問

題についてそれぞれ専門的に検討を行 っている。

同委員会は,1979年6月18日 から7月3日 まで第22会 期会合を開催 し,法

律小委員会(第18会 期=1979年)及 び科学技術小委員会(第16会 期=1979

年)の 作業状況を審査 した。
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法 律 小 委 員 会 は,宇 宙 空 間 の平 和 利 用 に 関 す る法 律 面 の 検 討 を行 って い る

が,1979年3月12日 か ら4月6日 まで 第18会 期 会 合 を 開 催 し,① 月協 定 案,

② 衛 星 に よ る直 接 テ レ ビジ ョ ン放送 を規 律 す る原 則 案,③ 衛星 に よる地 球 の

遠 隔探 査(リ モ ー トセ ンシ ング)の 法的 側 面,及 び④ 宇宙 の定 義,に つ い て

検 討 を 行 った。

この うち,① につ い ては,前 回 まで に 作成 され た 文 案 が再 検 討 され た。 ま

た,② に つ い て は,前 回 に 引 き続 き未 合 意 の4項 目(「 国家 間 の協 議及 び 協

定」,「番組 内 容」,「不 法 な許 され ざる放 送 」 及 び 「前 文」)の 文 案 が審 議 さ

れ た が,い ず れ の項 目も合 意 に 至 らなか った のみ な らず,こ れ らの ほ か の項

目全 体 に つ い て も見 直 しが 行 わ れ,そ の結 果 と し て,1978年 の前 会 期 まで に

暫 定 的 に 一応 の合 意 が成 立 して い た 多 くの項 目が 再 び 次会 期 以 降 に お け る審

議 の対 象 と され るこ とと な った 。

同委 員会 は,法 律 小 委 員 会 の これ らの活 動 を 是 と したが,月 協定 案 につ い

ては,同 小 委 員 会 の作 業 に 基 づ く文 案 を審 議 し,一 部 修正 の上 最 終 案 と して

第34回 国 連 総会 へ採 択 のた め に提 出 す る こ とと し,ま た,衛 星 に よ る直 接 テ

レ ビジ 司ン放送 を規 律 す る原 則 案 に つ い ては,同 小 委 員会 に対 して 次会 期 に

引 き続 き審 議 す る よ う勧 告 す る こ と と した。

1968年 に ウf一 ンにお い て 国 連宇 宙 会 議 が 開 催 され て以 来10年 余 の 間 に宇

宙 開 発 は著 し く進 展 した が,そ の 開発 の実 績 を 評 価 し将 来 を展 望 す るた め,

第2回 国連 宇 宙 会 議 の開 催 が 計 画 され て い る。 同 委 員 会 は,国 連 総 会 決 議

33/16(1978年)に よ り,こ の 会 議 のた め の準 備 委 員 会 に指 定 され,か つ,

科 学技 術 小 委 員 会 が 準 備 委 員会 の諮 問 委 員 会 に 指定 され た こ とか ら,こ の会

議 の 開催 の準 備 を 同 小 委 員 会 の 作業 に基 づ い て 進 め て きた とこ ろで あ る。 今

会 期 に お い ては,開 催 期(1982年 の後 半 とす る と して い る),議 題(関 係 の

各 種 の個 別 会 議 では 成 果 を期 待 し得 な い よ うな世 界的 な広 範 な問 題 を取 り扱

うと して い る)等 に つ い て暫 定 案が 作 成 され た が,開 催 場 所 に つ い て は,次

会 期 に お け る審 議 に ゆ だ ね られ る こ と と な った。

科 学 技 術 小 委 員 会 は,1980年1月28日 か ら2月13日 ま で第17会 期 会合 を開
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催 した。同小委員会は,宇 宙に関する科学技術面での国際協力等の審議を行

っているが,リ モートセンシング,宇 宙空間における原子力利用,国 連宇宙

応用計画,国 連宇宙会議の開催,静 止軌道の技術的特性等に関する事項を前

会期に引き続 き検討 した。これらの活動は,宇 宙空間平和利用委員会第23会

期(1980年)に おいて審議されることとなっている。

(6)経 済協力開発機構(OECD)

OECDは,1961年 に欧州経済協力機構(OEEC)を 発展的に改組 して 発

足 した機構で,我 が国は1964年 に加盟してお り,1980年3月 現在の加盟国は

24か 国である。OECDの 三大 目的は,① 経済成長,② 開発援助,③ 貿 易 拡

大であり,こ れを達成するため加盟国相互の情報及び経験の交換,政 策の調

整,共 同研究等を行っている。

OECDの 組織は,上 部機構としての全加盟国によって構成されOECDの

意見の正式決定機関である理事会,下 部機構 としての理事会の補佐機関であ

る執行委員会,事 務局,機 構の目的を達成す るために必要な委員会及び作業

部会等から構成されている。委員会には,OECDの 三大 目的に直接対 応 す

る経済政策委員会,開 発援助委員会,貿 易委員会をはじめとして,経 済,社

会,産 業,科 学技術等あらゆる分野にわたる各種委員会がある。

通信政策に関する諸問題は,各 国の科学技術政策の立案,実 施についての

意見交換等を行っている科学技術政策委員会(CSTP)の 下に設置されて い

る情報 ・電算機 ・通信政策作業部会(ICCP)で 検討が行われている。ICCP

は,1976年10月 に,そ れまで情報に関する基本政策を扱 っていた情報政策

グループ(IPG)と 電算機に関する問題を扱 っていた電算機利用 グル ー プ

(CUG)を 統合 して設立された組織である。1977年3月 に第1回ICCP会

合を開いて以来,越 境データ流通とプライバシー保護,情 報活動 の経 済 分

析,デ ータ通信政策,発 展途上国への技術情報の移転等の政策的問題につい

て検討を行っている。

本年度におけるICCP関 係会合の主なものは次のとおりであった。

① 第5回ICCP会 合の開催(1979.4.3～4.5)
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② ビデ ォテ ッ クス特 別会 合 の 開催(1979.6.21～6・22)

新 しい情 報 イ ンフ ラス トラ クチ ャー と して の ビデ オ テ ッ クスに つ い て,

各 国に お け る開 発状 況,そ の発 展 に当 た って の法 律 的,経 済 的 問 題点 につ

い て の討 議 等 が 行 わ れ,我 が 国は キ ャ プテ ソ シス テ ム の紹 介 を 行 った。

③ 第6回ICCP会 合 の 開催(1979.10.8～10.10)

④ マイ クロエ レ ク トロ ニ クス の雇 用 と生 産性 に及 ぼす 影 響 特 別 会合 の 開催

(1979.11.27～11.29)

⑤ 第7回ICCP会 合 の 開催(1980,3,26～3.28)

(7)国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関(UNESCO)

ユ ネ ス コは,国 際連 合 の専 門 機 関 の 一 つ で あ り,教 育,科 学,文 化 等 多 様

な分 野 で 活動 を行 って い るが,と りわ け近 年 は コ ミ_ニ ケー シ コン問 題 に 関

心 を 深 め て い る。

マ ス メ デ ィア宣 言 は,1978年 の 第20回 ユ ネ ス コ総 会 で採 択 され たが,そ の

宣 言 案 の 検討 の過 程 で1976年 の 第19回 総会 の決 議 に基 づ い て設 立 され た コ ミ

品ニ ケ ー シ ョン問 題 研 究 国 際 委 員 会(マ ク ブ ライ ト委 員 会)の 報 告 書 が,

1980年2月 に ユ ネ ス コ事 務 局 長 に 提 出 され た 。 この 報 告 書 は,現 代 社 会 に お

け る コ ミュ ニケ ー シ ョン問 題 全 般 にわ た って広 範 な分 析 を行 った 上 で,情 報

の よ り自由 で均 衡 あ る国 際 的 流通 を達 成す るた め に,コ ミュ ーケ ー シ ョン分

野 の 開発 を促 進 し各 国 の 自立 を 強 化す る こ と,ジ ャ ーナ リス トの活 動 に 特 別

の配 慮 を払 うこ と,コ ミ凸 一ケ ー シ ョン分 野 の 国 際協 力 を促 進 す る こ と,な

どを勧 告 して い るが,こ の 中 で は,郵 便 及 び 電 気通 信料 金 の検 討,電 磁波 及

び静 止 衛 星 軌 道 の 公 正 な 分配 な ど に も言 及 され て い る。

第2節 国 際 協 力

1通 信 一放送分野における国際協力

こ こで い う国際 協 力 は,

経 済 協 力 を 意 味 す る。

開発途上国に対する技術協力と資金協力から成る
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国際協力は,基 本的には先進国が世界各国との共存共栄の原則に基づいて

世界共同体の一員 としての責務を果たすことであ り,そ の理念は,究 極的に

は人類共同体から貧困を追放するため各国が協力し合い,世 界の平和と繁栄

を確保することである。

国連はこの理念に基づいて,1970年 代を 「第2次 国連開発の10年 」 と し

て,国 際社会が南北問題の解決に向け一層努力するよう決議 し,こ れに対す

る積極的取組みがなされた。我が国は,1977年 に開催 された国際経済協力会

議(CIEC)に おいて,政 府開発援助(ODA)を 今後5年 間で倍増するとの

意図表明を行い,更 に1978年 の先進国首脳会議(サ ミット)に おいては,期

間を更に短縮 して,3年 間で倍増す る決意を表明した。1980年 は,3年 倍増

公約の最終年に当た り,そ の成果は内外の注 目するところであ り,政 府は厳

しい財政事情下にはあるがその確実な達成に努力しているところである。 こ

のような政府の積極的姿勢によりODAは 自由世界第4位 の26億 ドル(1979

年実績)と な り,対GNP比 で52年0.21%,53年0。23%,54年0.26%と 着実

に伸びてきているところである。

通信 ・放送は,経 済 ・社会発展の基盤となる施設として不可欠なものであ

り,そ の整備状況がその国の経済,社 会,文 化の発展に与える影響は計 り知

れないものがある。近年,開 発途上国では,通 信 ・放送の重要性に対する認

識が高まり,通 信 ・放送網を整備 ・拡充するためのプロジェクトが各国で積

極的に推進されているが,開 発途上国が自力で開発を行 うことは難 しい状況

にあ り,先 進国からの技術協力あるいは資金協力が強 く望まれている。

このような背景の中で,優 れた技術力と経済力を有する我が国に対 して開

発途上国は大 きな期待を寄せてお り,郵 政省は,通 信 ・放送分野における国

際協力を今後更に積極的に推進 していくこととしている。

2国 際協力の実績

(1)概 況

国際協力を大別すると,研 修員の受入れ,専 門家の派遣等を行 う技術協力
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と開発 プ ロジ ェ ク トに対 して 資金 を 供 与 す る資 金協 力 との二 つ に 分 け ら れ

る。 また 援 助 の主 体 か らみ る と 日本 政 府 と相 手 国 政 府 との2国 間 の合 意 に よ

る もの,す なわ ち2国 間 ベ ース に よる もの と,国 際 機 関 を通 じて行 うもの,

す な わ ち 多 国 間 ベ ー ス に よ る もの とに分 け られ るが,こ の うち,通 信 分 野 に

お け る 多 国 間 ベ ー スに よ る もの は,ITU,UPU等 を 通 じて行 う技 術 協 力 が

主 体 とな って い る。

ア.技 術 協 力

技 術協 力 の形 態 と しては,研 修 員 の受 入れ,専 門 家 の 派 遣,開 発 調 査 の実

施,海 外 技 術協 力 セ ンタ の設 置,運 営等 が あ り,政 府 ベ ー ス の技 術 協 力 は,

国際 協 力 事 業 団 を通 じて実 施 され る。

研 修 員 の受 入れ は,開 発 途 上 国 の通 信 ・放 送 関 係 技 術者 を受 け入 れ て,我

が 国 の進 ん だ 技術 を 習 得 させ る もの で,こ れ には 海 外 か らの個 々の要 請 に応

ず る個 別 研 修 とあ らか じめ コ ー スを 設定 して受 け 入 れ る集 団研 修 とが あ る。

通 信 ・放 送 分 野 で は,54年 度 に個 別 ・集 団合 わ せ て343名 の研 修員 を受 け入

れ て お り,政 府 全体 の受 入 れ の中 で も極 め て高 い割 合 を 占 め て い る。

専 門 家 の 派 遣 は,開 発 途 上 国へ 通 信 ・放送 の専 門家 を 派 遣 して,現 地 で職

員 の訓 練,通 信 ・放送 施設 の建 設,保 守 及 び運 用 面 の指 導,開 発 計 画 の 企

画,助 言 等 を 行 うもの で,54年 度 に お い て は147名 の専 門 家 が 派遣 され て い

る。

開発 調 査 は,開 発 途 上 国 の通 信 ・放送 関 係 の 開発 計 画 に つ い て調 査 団 を編

成 し,現 地 作 業 及 び 国 内 作業 を行 って,そ の 計 画 の実 現 に協 力 す る もの で,

これ には 適 切 な 案 件 を選 び 出す プ ロジ ェ ク ト ・フ ァイ ンデ ィ ング調 査,事 前

調査,プ ロジ ェ ク トの経 済 的 ・技 術 的 可能 性 を探 る フ ィー ジ ビ リテ ィ調 査 及

び最 終 段 階 の実 施 設 計調 査 等 が あ る。54年 度 に お い て実 施 した 開発 調 査 は8

件 で,75名 の専 門 家 が これ に参 加 してい る。

海 外技 術 協 力 セ ンタは,開 発 途 上 国に お け る通 信 ・放 送 関 係 の技 術者,人

材 の養 成,技 術 の研 究 開 発 等 を行 うた め に現 地 に設 置 され る もの で あ る。 現

在,セ ソタが設 置 され て い る国 は,タ イ,パ キ ス タ ン,ジ ョル ダ ン及 び ペ ル
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一の4か 国 で あ り,我 が 国 は これ ら のセ ンタ に対 し,専 門 家 の 派 遣,機 材 の

供 与,相 手 国 の カ ウ ン ター パ ー トの研 修 実 施 等 を 通 じて協 力を 行 っ て きた 。

54年 度 は,こ れ らの セ ンタ に派 遣 され た 専 門 家 は38名 とな って い る。

イ.資 金 協 力

開発 途 上 国 に対 す る資 金 協 力 の主 要 な形 態 には,円 借 款 等 の有 償 協 力 と贈

与 等 の無 償 協 力 とが あ る。54年 度 に お い ては,エ ジ プ ト,ケ ニ ヤ,ビ ル マ,

イ ソ ドの電 気 通 信 プ ロジ ェ ク ト及 び イ ン ドネ シア,ペ ル ー の電 波 関 係 プ ロジ

ェ ク トに対 して 円借 款 が,ス リ ・ラ ンカ,ジ ョル ダ ン及 び パ ラ グ ァイ の 通

信 ・放 送 プ ロジ ェ ク トに対 し贈 与 が 約 束 され た 。

(2)技 術 協 力

ア.研 修 員 の受 入 れ

研 修 員 の受 入 れ 方 式 は,大 別 して,集 団 研 修 と個 別 研 修 が あ る。 集 団 研 修

は,開 発 途 上 国 に共 通 して ニー ズの 高 い 分 野 を 選 定 し,あ らか じめ 研 修 コー

ス を設 定 して集 団 的 に研 修 を 実 施 す る も ので あ り,ま た 個 別 研 修 は,開 発 途

上 国 か ら個 々 に要 請 され る専 門 分 野 につ いて 研 修 を 行 うも の で あ る。 個 別 研

修 に は,研 修 分 野 を 限 定 しない 単 発 要 請,特 定 地 域 あ るい は 特 定 国 を 対 象 と

す る特 設 コー ス,プ ロジ ェ ク トの相 手 国 側 関 係 者(カ ウ ンタ ーパ ー ト)の 受

入 れ,UPU,ITU等 の 国際 機 関 か ら の要 請 に よ る受 入 れ が 含 まれ る。 研 修

対 象 者 は,開 発 途 上 国 の政 府 機 関,公 共 機 関 又 は 民 間 の通 信 ・放 送 関 係 技 術

者,行 政 官,研 究 者 等 で,当 該 国 政 府 か ら推 薦 され た 者 で あ る。

(ア)郵 便 関 係

郵 便 分 野 に おけ る研 修 員 の受 入 れ は,郵 政 幹 部 セ ミナ の開 催 と個 別 研

修 員 の受 入 れ と して,38年 度 か ら実 施 して お り,53年 度 末 ま で に174名

を 受 け 入 れ て い る。54年 度 は,中 近 東 ・ア フ リカ地 域 を 対 象 とす る郵 政

幹 部 セ ミナ を 開 催 し,郵 便 業 務 の 管 理 ・運 営 の一 般 的 問 題 につ い て討 議

を行 った が,こ の セ ミナに は,12か 国 か ら13名 が 参 加 した 。 また,個 別

研 修 員 と して は,コ ロ ンボ計 画 に よ り,郵 便 切 手 関 係1か 国1名 を 受 け

入 れ た 。
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AOPU職 員 交換 計 画 では,53年 度 まで に104名 を受 け 入 れ て お り,54

年 度 に は8名 を 受 け 入 れ た。

国連 開発 計 画(UNDP)又 はUPU特 別 基 金 に 基 づ くUPUの 個 別研

修 は,53年 度 ま でに12名 を受 け入 れ て い るが,54年 度 には,2名 を 受 け

入 れ た。

(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信 分 野 に お け る研 修 員 の受 入 れ は,我 が 国 が29年 に コ ロ ンボ プ

ラ ンに加 盟 す る と と もに実 施 され,54年3月 末 ま でに 受 け 入れ た研 修 員

の総 数 は,コ ロンボ 計 画 で1,039名,中 近 東 ア フ リカ計 画 で584名,中 南

米 計 画 で610名,ITU等 の 国連 計 画 で159名,ITU共 催 セ ミ ナ で177

名,そ の他38名,合 計2,607名 に達 して い る。

電気 通 信 関 係 の研 修 は,当 初,開 発 途 上 国 の個 々 の要 請 に 基 づ き個 別

研 修 と して研 修 員 を 受 け 入れ て いた が,37年 度 に 国際 電 信 電 話 業 務,国

際 テ レッ クス通 信 技 術,短 波 無 線 技 術 及 び 電話 交換 技 術 の四 つ の 集 団研

修 コ ース を創 設 して 以 来,年 々研 修 員 の量 的 拡 大及 び集 団 研 修 コ ース の

拡 大 ・強 化 に努 めた 結 果,54年 度 に お いて は,電 話 交換 技 術 第 一 及 び第

二,国 際電 信 電 話 業 務,衛 星 通信 技 術(普 通),衛 星 通 信 技術(上 級),

搬 送 電 話 技 術,電 話 線 路 技 術,マ イ ク ロ波 通 信 技 術 第一 及 び第 二,国 際

テ レ ック ス通信 技 術,電 話 網 計 画設 計,国 際 電 話 交 換技 術,電 気 通 信 幹

部 セ ミナ 並 び に電 気 通 信 開 発 セ ミナ の,集 団 コー ス14コ ース を設 置 して

201名 の受 入 れ を実 施 した。53年 度 に比 べ20名 の 増 加 で あ る。

54年 度 にお いて は,コ ロ ンボ計 画 で74名,中 近 東 ア フ リカ計 画 で76

名,中 南 米 計 画 で66名,ITU計 画 等 国連 計 画 で12名,計228名(集 団

201名,個 別27名)を 受 け 入れ た。

54年 度 に 実施 した 集団 研 修 及 び 個 別 研修 の概 要 は,次 の とお りで あ る。

〔集 団 研 修〕

① 電 話 交 換 技 術 第 一 コ ース 〔第2回 〕(54.4.5～54.7.15)

電 子 交 換 装 置 に つ い て 交換 機 の基 礎 知 識,シ ス テ ム計 画,施 設 設 計 及
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び 保 守 に 至 る広範 囲 な 知識 と技 術 を 習得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス

で,15か 国,19名 が参 加 した。

② 電 話 交換 技 術 第 ニ コー ス 〔第13回 〕(54.8.23～54.11.25)

各 種 ク ロス バ交 換 設 備 を 含 め,標 準 機 種 で あ るC400型 交 換 機 を 中心

と した交 換 機 の基 礎 知 識,シ ス テ ム設 計,施 設 設 計 及 び保 守 に至 る広 範

囲 な知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,9か 国,9名

が参 加 した 。

③ 国際 電 信 電 話 業 務 コ ー ス 〔第18回 〕(54.5.3～54.7.16)

国際 電 報,電 話,テ レ ッ クス等 国 際 電 気 通 信 業 務 全 般 の管 理,運 用 及

び営 業 に関 す る知 識 を 補 足 ・更 新 させ,更 に 実 務 概 要 を 習 得 させ る こ と

を 目的 とす る コ ー スで,8か 国,10名 が 参 加 した 。

④ 衛 星 通 信 技 術(普 通)コ ース 〔第2回 〕(54.5.3～54.8.4)

イ ンテ ルサ ッ ト衛 星 通 信 方 式 の 基礎 及 び 全 般 に つ い て,理 論 と設 備 の

知 識 を 与 え る と と もに,衛 星 通 信 地 球 局 設 備 の運 用 と保 守 に 関 す る知識

と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,11か 国,13名 が 参 加 し

た。

⑤ 衛 星通 信 技 術(上 級)コ ー ス 〔第2回 〕(54.8.16～54.1026)

イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 通 信 技 術 の経 験 者 に対 して,そ の技 術 ・知識 を補

足 ・更 新 す る と と もに,衛 星 通 信 地 球 局 の管 理 ・運 営 に つ い て の知 識 を

習得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,13か 国,13名 が参 加 した。

⑥ 搬 送 電 話 技 術 コ ー ス 〔第15回 〕(54.5.3～54・8.12)

搬 送 電 話 の設 計,建 設,保 守 等 に関 す る最 新 の技 術 と知 識 を 習 得 させ

る こ とを 目的 とす る コ ー ス で,16か 国,19名 が参 加 した 。

⑦ 電 話 線 路 技 術 コ ー ス 〔第15回 〕(54.6,7～54.9.16)

電 話 線 路 施 設 の 計 画,設 計,建 設,保 守 等 に関 す る一 連 の知 識 と技 術

を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ー スで,15か 国,18名 が 参 加 した 。

⑧ マイ ク ロウ 占一 ブ通 信技 術 第 一 コ ース 〔第16回 〕(54.7.5～54.10.

15)
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マ イ クロ ウ ェー ブ通 信 に つ い て の 一連 の技 術 と知識 を 習 得 させ る こ と

を 目的 と し,中 南 米 地 域 以 外 の 開発 途上 国 を対 象 とす る コ ース で,15か

国,18名 が 参 加 した。

⑨ マイ クロ ウ ェー ブ通 信 技 術 第 ニ コ ー ス 〔第6回 〕(54,9.13～54.12.

23)

マ イ ク ロ ウ ェー ブ通 信 に つ い て の一 連 の技 術 と知識 を 習得 させ る こ と

を 目的 と し,中 南 米 地 域 を 対 象 とす る コー ス で,19か 国,20名 が参 加 し

た。

⑩ 国 際 テ レ ッ クス通 信 技 術 コ ース 〔第18回 〕(54.8.16～54.11.5)

国際 テ レ ッ クス通 信技 術 に おけ る交 換 方 式 一般,電 子 交 換 シ ステ ム等

の理 論 と設 備 の 知識 を与 え る とと もに,設 備 の運 用 ・保 守 につ いて の技

術 を習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー スで,10か 国,12名 が参 加 した。

⑪ 電 話 網 計 画 設 計 コ ース 〔第7回 〕(54.11.1～55.2.18)

電話 網 の計 画,設 計 等 に 必 要 な 知識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 と

す る コ ース で,16か 国,18名 が 参 加 した 。

⑫ 国 際 電話 交換 技 術 コー ス 〔第3回 〕(55.1.6～55.3.22)

国際 電 話 交換 技 術 に お け る交 換 方 式 一般,電 子 交 換 シ ステ ム等 の理 論

と設 備 の 知 識 を 与 え る と とも に,設 備 の 運 用 ・保 守 等 の技 術 を 習 得 させ

る こ とを 目的 とす る コー ス で,10か 国,11名 が 参 加 した 。

⑬ 中近 東 ア フ リカ電 気 通 信幹 部 セ ミナ 〔第8回 〕(54.10.4～54.10.18)

中近 東 ア フ リカ地 域 の 電 気通 信 主 管 庁 又 は 電 気通 信 企 業 体 に携 わ る指

導 者 を 対 象 と して,我 が 国 の 電 気 通信 事 業 の現 状 紹 介 と併せ て参 加 各 国

の 事 業 運営 上 の諸 問 題 等 に つ い て討 論 し,も っ て参 加 国 の電 気通 信 事 業

の 発展 及 び 各 国相 互 間 の友 好 ・協 力 関 係 の促 進 を 図 る こ とを 目的 とす る

セ ミナ で,11か 国,11名 が参 加 した。

⑭ ア ジ ア電 気通 信 開発 セ ミナ 〔第11回 〕(55.2.22～55.3.7)

ア ジ ア地 域 の 電 気 通信 主 管 庁 又 は 電 気通 信企 業 体 に携 わ る指 導 者 を対

象 と して,我 が 国 の 電 気 通信 事業 の現 状 紹 介 と併せ て参 加 各 国 の 事 業運



一468一 第2部 各 論

営 上 の諸 問 題 等 に つ い て討 論 し,も って参 加 国 の電 気 通 信 事 業 の発 展 及

び 各 国相 互 間 の友 好 ・協 力 関 係 の 促進 を 図 る こ とを 目的 とす る セ ミ ナ

で,9か 国,10名 が参 加 した。

〔個 別 研 修〕

54年 度 に お い て 個 別 研 修 員 と して受 け 入 れ た もの は27名 で,そ の 内 訳

は,電 話 交 換 技 術(ESS)3か 国5名,マ イ ク ロ ウ ェ ー ブ通 信技 術4か 国

5名,コ ン ビ凸 一 タ技 術2か 国4名,電 気 通 信 一 般3か 国3名,訓 練2か

国2名,市 場 調 査1か 国2名,テ レッ クス通 信 技 術1か 国2名,短 波 無線

技 術1か 国1名,衛 星 通 信 技 術1か 国1名,テ レ プ リン タ1か 国1名,伝

送 技術1か 国1名 で あ る。

㈲ 電 波 ・放 送 関 係

電 波 ・放 送 分 野 に お け る研 修 員 の受 入 れ は,開 発 途 上 国 の放 送 事 業 体

に お け る深 刻 な マ ンパ ワー の量 的 ・質 的 不 足 を補 うた め,36年 ご ろ か

ら,相 手 国 の個 々 の要 請 に基 づ き研 修 可 能 な分 野 につ い て個 別 研 修 員 と

して受 け入 れ て いた が,38年 度 にテ レ ビジ ョ ン放 送 管 理,教 育 テ レ ビジ

ョン放 送 番 組 及 び テ レ ビジ ョン放 送 技 術 の3集 団 研 修 コー スを 創 設 し,

積 極 的 に研 修 の場 を 用 意 す る こ とに した 。 そ の後,集 団 研 修 コ ー ス の拡

大 ・強 化 に努 め た 結 果,54年 度 にお いて は,テ レ ビジ ョ ン放 送 管 理,ラ

ジオ放 送 技 術,テ レ ビジ ョ ン放 送 技 術,教 育 テ レ ビジ ョ ン放 送 番 組,電

波 監 視,中 近 東 テ レビ ジ ョ ン放 送 管 理 及 び 放 送 幹 部 セ ミナ の計7コ ー ス

の集 団 研 修 を 実 施 した 。

電 波 一放 送 分 野 では,53年 度 末 ま でに コ ロ ンボ 計 画 で536名,中 近 東

ア フ リカ計 画 で238名,中 南 米 計 画 で127名,ITU等 の 国連 計画 で24

名,そ の 他25名,計950名 を受 け入 れ て い る。

54年 度 にお いて は,コ ロ ンボ計 画 で29名,中 近 東 ア フ リカ計 画 で41

名,中 南米 計 画 で20名,国 連 計 画(ITU)で1名,計91名(集 団78名,

個 別13名)を 受 け 入 れ た。

54年 度 に 実施 した 集 団研 修 及 び個 別 研 修 の概 要 は,次 の と お りで あ る。
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〔集 団 研 修 〕

① テ レビ ジ ョン放 送 管 理 コー ス 〔第13回 〕(54・5.10～54・6・21)

開 発 途上 国 に お け る テ レ ビジ ョ ン放 送 事 業 の発 展 を 図 るた め,我 が 国

の放 送 事 業 の現 状 を紹 介 す る と と もに,放 送 法 制,番 組 制 作,放 送 技 術,

世 論 調 査等 テ レ ビ ジ ョ ン放 送 事 業 の 管理 ・運 営 に当 た る中 堅 幹 部職 員 と

して必 要 な 知識 を 習得 させ る こ とを 目的 とす る コー スで,9か 国,10名

が 参 加 した。

② ラ ジ オ放 送技 術 コ ース 〔第7回 〕(54,7.5～54・9,17)

ラ ジオ送 信 シス テ ム,FM及 び 短波 放 送 を含 む 音 声 放送 技術,特 に送

信 技 術 に つ い て の知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,

7か 国,8名 が 参加 した 。

③ テ レビ ジ ョン放 送 技 術 コー ス 〔第17回 〕(54.7.5～54.10.8)

テ レビ ジ ョン放 送 技 術 の基 礎 知識 及 び テ レ ビジ ョ ン放送 機 器 の運 用 ・

保 守 等 に関 す る最新 の知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース

で,15か 国,16名 が参 加 した 。

④ 教 育 テ レビ ジ ョン放 送 番 組 コ ー ス 〔第17回 〕(54.7.19～54.10.8)

教 育 テ レビ ジ ョン放 送 番組 に 関 す る演 出技 法,映 像 効 果,番 組 制 作技

術,番 組 編 成技 術 等 教 育 テ レ ビジ ョン番 組 制 作 に必 要 な 知 識及 び技 術 を

習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,13か 国,13名 が 参 加 した。

⑤ 電 波 監視 コー ス 〔第6回 〕(54.8.16～54.10.4)

無 線周 波 数 の監 視 に 関 す る基礎 知 識 を習 得 させ る と と もに,我 が 国 の

監 視 業 務 の現 状 紹 介 と併 せ て我 が 国 の監 視 機 器 の 運 用 と保 守 に関 す る最

新 の知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,12か 国,13名

が 参 加 した。

⑥ 中近 東 テ レ ビジ ョ ン放 送 管理 コー ス 〔第6回 〕(55.1.10～55.221)

中近 東地 域 の 開発 途 上 国 に お け る テ レ ビジ ョン放送 事業 の発 展を 図 る

た め,我 が 国 の放 送 事 業 の現 状 を紹 介 す る と と もに,テ レ ビジ ョ ン放送

事 業 の 管理 ・運 営 に 当た る中 堅 幹 部職 員 と して 必 要 な知 識 を習 得 させ る
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こ とを 目的 とす る コ ー スで,8か 国,8名 が 参加 した。

⑦ 放 送 幹 部 セ ミナ 〔第9回 〕(54.11.11～54.11.24)

放 送 行 政 及 び 放 送 事 業 に 携 わ る幹 部 職 員 を 対 象 と し,我 が 国 の放 送 の

現 状 紹 介 と併 せ て 放 送 事 業 運 営 上 の 諸 問 題等 に つ い て 討 論 し,も っ て参

加 各 国 の 放 送 事 業 の発 展 及 び 各 国 相 互 間 の 友 好 ・協 力 関 係 の 促 進 を 図 る

こ とを 目的 とす るセ ミナ で,9か 国,10名 が 参 加 した。

〔個 別 研 修 〕

54年 度 に お い て個 別研 修 員 と して受 け入 れ た もの は13名 で,そ の 内 容

は,テ レビ ジ ョン放 送 技 術3か 国3名,テ レ ビ ジ ョン ・ス タ ジオ 技術2か

国2名,放 送 一 般2か 国2名,電 子 工 学1か 国3名,ラ ジオ放 送 技術1か

国1名,カ メ ラ技 術1か 国1名,電 波 監 視1か 国1名 で あ る。

(エ)第 三 国研 修 の実 施

第 三 国研 修 は,我 が 国 が特 定 の 開発 途 上 国 で協 力 して い る プ ロ ジ ェ ク

トや技 術 訓 練 セ ン タに,生 活 環 境 の類 似 した 近 隣 諸 国 か ら研 修 員 を受 け

入れ,技 術 移 転 を 効 率 的 に実 施 す る現 地 研 修 方 式 で あ る。

54年 度 に お い て は,前 年 度 に 引 き続 く メキ シ コ及 び タイ に 加 え て,新

た に ケ ニア に お い て電 気 通 信 分 野 の研 修 を実 施 した 。

① メキ シ コに お け る第 三 国研 修(伝 送 無 線 技 術 コ ース)〔 第4回 〕(55.

1,14～55.3.14)

メキ シ コ国 立電 気通 信 学 園 に お い て,伝 送 無 線 技 術,PCM方 式,過

疎 地 電 話 方 式,マ イ ク ロ波 回線 設 計,衛 星 通 信 方 式,デ ー タ通 信 等 の知

識 及 び技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 と して実 施 し,7か 国,16名 が 参 加

した 。

② タ イ に お け る第 三 国研 修(電 気 通 信 技 術 コー ス)〔 第3回 〕(55.1.16

～55.3 .18)

タイ政 府 と合 同 で モ ン ク ッ ト王 工 科 大 学 に お い て,電 信,テ レッ ク

ス,フ ァ ク シ ミ リ,電 話 交 換,伝 送 シス テ ム,線 路 技 術,デ ー タ通 信,

光通 信,無 線 通 信,無 線 航 行 援 助 シ ス テ ム,マ イ ク ロ波 通 信,衛 星 通 信
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等 の知 識 及 び 技 術 を 習 得 させ るこ とを 目的 と して実 施 し,8か 国,13名

が参 加 した 。

③ ケ ニ アに お け る第 三 国研 修(電 話 電 子 交 換技 術 コー ス)〔 第1回 〕

(55.3.20～55.4,14)

ヶ ニ ア郵 電公 社附 属 中 央 訓 練 学 校 に お い て,電 子 交 換 技 術,デ ィ ジタ

ル 交 換 技術 等 につ い て の基 礎 知識 及 び技 術 を習 得 させ る こ とを 目的 と し

て 実 施 し,2か 国,14名 が 参 加 した。

㈲ 帰 国研 修 員 に対 す る ア フ タ ーケ ア(帰 国研 修 員 巡 回 指導 チ ー ム の派

遣)(54.10.29～54.11.17)

帰 国研 修員 に対 す る ア フ タ ー ケ アの一 環 と して の 巡 回 指導 チ ー ム の派 遣

は,帰 国研 修 員 の所属 機 関 を 訪 問 して,日 本 に お け る研 修 の成 果 を 測 定

し,当 該 国 の問 題 点,実 情 及 び ニー ズを は 握 し,併 せ て技 術 指 導 を 行 うこ

とに よ り,今 後 の 研 修 の 改善 に資 す る こ とを 目的 とす る も の であ る。

54年 度 にお い て は,電 波 ・放 送 関 係 の 集 団 研修 コー ス に参 加 した 帰 国研

修 員 の フ ォロ ー ア ッ プのた め,ケ ー ア,ガ ー ナ及 び ア ラ ブ首 長 国連 邦 へ3

名 の指 導 員 が派 遣 され た 。

イ.専 門 家 の派 遣

(ア)郵 便 関 係

AOPU職 員 交 換 計 画 に基 づ き,54年 度 に は,4か 国 に8名 の 専 門 家

を 派遣 した 。2国 間 ベ ー スに よる もの と しては,JICAベ ース に よる コ

ロ ンボ 計画 で,郵 便 事 業 全 般 にわ た る訓 練,指 導 の た め前 年 度 に引 き続

き タイ へ1名,中 南 米 計 画 で は,郵 便 事 業 改 善 計 画 に協 力す るた め,ヴ

占ネ ズ エ ラへ2名 の専 門家 を派 遣 した 。 また,万 国郵 便 連 合(UPU)国

際 事 務 局(在 スイ ス)に,53年 度 か ら引 き続 き,ア ソ シ ェー ト ・エ キ ス

パ ー ト1名 を 派 遣 して い る。

な お,海 外 経 済 協 力 基 金(OECF)ベ ース と して,フ ィ リ ピ ンへ の 円

借 款 候 補 案 件 「郵 便処 理 施 設 拡 充 事 業」 の現 地 調 査 のた め,同 国 へ専 門

家 を1名 派 遣 した。
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以 上 の 内訳 は,第2-8-10表 の とお りで あ る。

第2-8-10表54年 度 の郵便専 門家派遣実績

1.JICAベ ー ス

区 別 人 員 任 務

コ ロ ン ボ 計 画

タ イ

中 南 米 計 画

ヴ ェ ネ ズ エ ラ

計1名

1

計2名

2

郵便業務訓練

郵便事業改善

2.AOPU職 員 交 換 ベ ー ス

区 別 人 員 任 務

イ ン ド ネ

韓

フ ィ リ ピ

タ

シ ア

国

ン

イ

計8名

2

2

2

2

郵便事業の管理運営

国営貯蓄及び送金制度

資材業務

財務 ・会計制度

集配業務

外国郵便業務

郵便事業の管理運営

外国郵便業務

3.UNDP/UPUベ ー ス

区 別 1人 員 任 務

UPU国 際 事 務 局

計1名

1(注) 郵便業務一般

(注)ア ソ シ ェー ト ・エ キ ス パ ー ト

4,0ECFベ ー ス

区 別 人 員 任 務

フ ィ リ ピ ン

計1名

1 郵便処理施設拡充業務
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(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信 専 門 家 の派 遣 は,35年 度 か ら開 始 され,54年 度 末 ま で に

JICAベ ー スに よ る もの と して,コ ロ ンボ 計 画 で259名,中 近 東 ア フ リ

カ計 画 で143名,中 南 米 計 画 で198名,国 際 機 関 計 画 で13名 派 遣 し,ま

た,UNDP/ITUベ ー スに よ り236名,ESCAPベ ー スに よ り2名,APT

ベ ース に よ り1名 派 遣 して お り,計852名 の専 門家 を派 遣 した 。

これ らの 電 気 通 信専 門家 は主 と して,電 話 交換,マ イ ク ロウ ェ ー ブ.

通 信 網 計 画,電 話 線 路,電 話 伝 送,衛 星 通信 等 の分 野 にお いて 開 発 途上

国 の技 術 老 の育 成 の た め の 指導 に当 た って い るが,近 年 の傾 向 と して電

気 通 信 網 計 画 の 指 導 ・助 言等 政 策 顧 問 的 な もの も増 加 して い る。

54年 度 につ い てみ る と,前 年 度 か らの継 続 の もの も含め て,JICAベ

ー ス に よる コロ ンボ 計 画 で26名 ,中 近 東 ア フ リカ計 画 で27名,中 南 米 計

画 で32名,国 際 機関 計 画 で3名,UNDP/ITUベ ー スで11名,ESCAP

ベ ース で1名,APTベ ー ス で1名,計101名 派 遣 した。

以上 の 内訳 は,第2-8-11表 の とお りで あ る。

第2-8-11表54年 度の電気通信専 門家派遣実績

1.JICAベ ー ス

区 別 人 則 任 務

コ ロ ン ボ 計 画 計26名

フ イ リ ピ ン 1 電気通信計画

1 電 気 通 信 シス テ ムエ ンジ ニ ア

1 電気通信保守

イ ン ド ネ シ ア 2 電話搬送
2 電話交換
1 電 信

1 電話線路

1 無 線

タ イ 1 電話交換
1 トラ ヒ ック管理

1 電気通信経済

1 電気通信顧客管理
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区 分 人 員 任 務

シ ン ガ ポ ー ル

フ イ ジ ー

ア フ ガ ニ ス タ ン

ビ ル マ

ト

画計

イ

カリ

エ

フア

ウ

東近

ク

中

サ ウデ ィ ・ア ラ ビア

ア

ア

リエジ

一

ルア

ケ

タ ン ザ ニ ア

ア

ド

ア

ン

ビ

ラ

リ

ン

ジ

ベ

ワ

ザ

ス

リ

ス ー ダ ン

中 南 米 計 画

グ ァ テ マ ラ

ニ カ ラ グ ア

メ キ シ コ

-

l

l

Q
ノ

2計 名7

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

計32名

1

1

1

1

1

2

1

1

2

デ ィジタル交換

マイ クロウェーブ

テ レックス

電話回線網改善計画

電気通信網計画

トラピ ック管理

トラ ピック管理

電子交換機

コ ンピュータ ・プログ ラミング

通 信技術の有償協力方式実施協議

マイ クロウェーブ

電話交換

電話通信

電気通 信保 守

電 気通 信計画

第三 国研 修実施協議

電子交換機(第 三 国研 修教官)

電話交換

通信 衛星地上局保 守運用

マイ クロリレー/VHF

電話交換

多重無線中継

電話線路

電話交換

電気通信専門家派遣事前調査

電話交換

電話 線路

電 話伝送

国際通 信

国際交換機

過 疎地用 電話(1名 は,第 三 国研修教官)

衛星通信

マイ クロウェーブ(第 三 国研修教官)

搬送電話
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区 分 1人 員 任 務

メ

ブ

ペ

キ

ラ

シ コ

ジ ル

ノレ ー

ポ リ ヴ ィ ア

ノく ラ グ ァ イ

国 際 機 関 計 画

APT(タ イ)

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

名りQ

1

1

1

計

データ通信

電話交換

マイ クロウェーブ

電話交換

電話線路

地方電気通信網計画

電話線路

衛星通信

国際電話交換

マイ クロウェーブ

電話網計画

電話伝送

電気通信業務

国内電話網

長距離電話網

2,UNDP/ITUベ ー ス

区 別 人 員 任 務

ビ ノレ マ

ア フ ガ ニ ス タ ン

ク ウ ェ イ ト

サ ウ デ ィ ・ア ラ ビア

シ ン ガ ポ ー ル

ア ラ ブ 首 長 国 連邦

オ マ ー ン

名計

電話交換

無線中継

搬送教官

無線中継

電 信

電気通信網計画

電信 ・テ レックス

建 築設計

公衆デー タ通 信

電子交換機 ・国際入札審査

"
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3.ESCAPベ ー ス

区 別 人 則 任 務

ESCAP(タ イ)

計1名

1 APT設 立準 備

4.APTベ ー ス

区 別 人 員 任 務

APT(タ イ)

計1名

1 APT事 務局次 長

(ウ)電 波 ・放送 関 係

電 波 ・放送 関 係 の専 門家 派 遣 は,電 気 通 信 関 係 と同 じ く35年 度 か ら開

始 され,既 に18年 を経 て い る が,そ の 間,開 発 途 上 国 の経 済,社 会,文

化 の 発展 に大 き く貢 献 して きた 。

54年 度 末 現在 に お け る専 門家 派 遣 実 績 は,JICAベ ー ス に よる コ ロ ン

ボ 計 画 で256名,中 近 東 ア フ リカ計 画 で53名,中 南 米 計 画 で59名,国 際

機 関 計 画 で10名,UNDP/ITUベ ー ス で6名,ESCAPベ ー ス で2名,

計386名 の 専 門 家 を派 遣 した 。

これ らの派 遣 専 門家 は 主 と して,相 手 国 政 府 の技 術 者 不 足 を 補 う た

め,放 送 事 業 体 に お い て,テ レビ放 送 技 術,テ レビ ジ ョ ン放 送 番 組 制

作,放 送 局 の建 設 ・運 用 及 び保 守 に つ い て の 指 導,技 術 者 の 育 成 の た め

の訓 練,市 場 調 査 等 を 行 うもの で あ るが,最 近 は 電 気 通 信 分 野 と同 様政

策顧 問 的 任 務 も増 加 して い る。

54年 度 に つ い て は,前 年 度 か ら継 続 の もの を 含 め て,JICAベ ース に

よ る コ ロ ンボ 計画 で16名,中 近 東 ア フ リカ計 画 で3名,中 南 米 計 画9

名,国 際機 関 関 係 計 画2名,UNDP/ITUベ ー スで1名,ESCAPベ ー

ス2名,計33名 派 遣 した 。

以上 の 内訳 は,第2-8-12表 の とお りで あ る。



第8章 国際機 関及び国際協カ ー477一

第2-8-12表

1.JICAベ ー ス

54年度の電波 ・放送専門家派遣実績

区 別

ア

画

シ

計

ネ

ボ

ド

ン

ン

ロ

イ

コ

タ イ

マ レ イ シ ア

シ ン ガ ポ ー ル

バ ン グ ラ デ シ ュ

モ ル デ ィ ヴ

フ イ ジ ー

ア フ ガ ニ ス タ ン

中近東 アフ リカ計画

ア ラ ブ首 長 国 連 邦

ウ ガ ン ダ

中 南 米 計 画
ノミ

ぺ

パ

チ

ナ

ノレ

ラ グ ァ

マ

イ

リ

国 際 機 関 計 画

ITU/WARCセ ミナ

(オ ー ス ト ラ リア)

人 員

計16名

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

1

名3

1

1

1

計

計9名

2

2

2

1

1

1

計2名

1

1

任 務

テ レビスタジオ技術

テ レビ放送技術

テ レビ送信

船舶通信(第 三国研修教官)

カ ラーテ レビ放 送技術

テ レビスタジオセ ッ ト

テ レビ放送機器(中 継車)運用保守

テ レビスタジオ技術

ラジオ放送技術

テ レビ番組制作

テ レビスタジオ技 術

VTR/テ レシネ

テ レビ放送技術

テ レビ放送技術

教育 テ レビ番組 制作

テ レビ放送技術

テ レビ放送技術

放送番組制作

カ ラーテ レビ放送技術

教育 テ レビ放送技術

VHF/UHF

静止衛星軌道利用

2,UNDP/ITUベ ー ス

区 別

ザ ン ビ ア

人 員

計1名

L(注)

任 務

無線通信

(注)ア ソ シ ェ ー ト ・エ キ ス パ ー ト
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3.ESCAPベ ー ス

区 分
1人 員 任 務

ESCAP(タ イ)

計2名

2 農業放送 プ ロジェ ク ト調査

ウ.開 発 調 査

(ア)電 気 通 信 関 係

この 分 野 の 開発 調 査 は,37年 度 に ボ リヴ ィア に対 して実 施 した ものが

最 初 で あ るが,そ の後 漸 次 増 加 の傾 向 に あ り,以 来54年 度 の5件(第2

-8-13表 参 照)を 加 え 同年 度 末 ま で に67件 と な っ て い る。

これ らの調 査 は,国 内電 話 網 整 備 計 画,地 域 電 気 通 信 網 開発 計 画,マ

イ クロ ウ ェ ー ブ回 線網 建 設 計 画,海 底 同軸 ケ ー ブ ル敷 設 計 画,衛 星 通 信

地球 局建 設 計 画等 そ の分 野 は多 岐 にわ た っ て お り,こ れ ら の計 画 に関 し

て そ れ ぞ れ,フ ィー ジ ビ リテ ィ調 査,基 本 設 計,詳 細 設 計 等 を 行 った も

の で あ る。

第2-8-13表54年 度電気通信関係開発調査実績

調 査 名 派遣網 人 則 概 要

ル ワ ン ダ

衛星通信地球局等建設

計画調査

33日

53年 度に実施 した事前調査の結果

6名 を踏 まえて,衛 星通信地球局等建設

計画に係 る技術的,経 済的に最適な

通信 システムの選定 と,こ れに基づ

く基本設計を完成す るための調査

イ ン ドネ シ ア 261日 7名 53年 度に実施 した事前調査の結果

ジャカルタ首都圏電話 を踏 まえて,ジ ャカルタ首都圏電話

網整備計画調査 網整備拡充計画の うち,第3次5か

年計画の作成 とジャカル タ市内の一

部地域の電話網建設の基本設計調査

インドネシア

地方都市周辺電気通信

網整備計画事前調査

21日 5名 メダン,ウ ジュ ンパ ンダン2都 市

周辺の電気通 信網整備計画について,

本格調査を行 うに先立ち,先 方政府

と協議を行い,本 格調査の範囲,内
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調 査 名 髄 輔 人 員 概 要

容及び実施方針 を確定す るとともに,

現地通信事情 の調査,関 連情報の収

集等を行 うための調査

タ イ 149日 7名 53年 度に実施 した事前調査結果を

バ ンコク電話網建設計 踏 まえての,バ ンコクの首都圏の電

画調査 話局数局に係る加入者線路網の実施

設計のための調査

フ ィ リ ピ ン16日

中部ル ソン電気通信網

整 備計画事前調査

5名 ル ソン島中部の地方町村 の通信網

整備計画について本格調査を行 うに

先立ち,先 方政府 と協議を行 い,本

格調査の範囲,内 容 及び実施方針を

確定す るとともに,関 連情報の収集

等を行 う調査

(注)1.イ ン ドネ シア ・ジャカルタ首都圏電話網整備計画調査及びタイ ・バ ンコ

ク電話網建設 計画調査は,政 府 の委託 を受けて民間 コンサルタ ン ト会社が

実施 した。

なお,前 者 の調査 の進 ち ょく状 況のは握 と効率的遂行のため,作 業監理

の調査団を現地へ16日 間4名 を派遣 した。

2.ル ワンダ衛星通信地球局等建設計画,53年 度 に実施 した タイ首都圏電話

網整備計画実 施設計調査及び53年 度に実施 した ソロモ ン諸島国内電気通信

幹線 網整備拡充計画調査については,そ れ らの調査完了後,報 告書案説 明

のため,そ れ ぞれ,12日 間4名,!0日 間2名,ll日 間5名 を現地 に派遣 し

た。

(イ)電 波 放 送 関 係

電 波 ・放 送 分 野 の 開 発調 査 は,41年 度 に 実 施 した タイ の テ レビ ジ ョン

放 送 網 建 設 計 画 調 査 が 最初 で,そ の後 も多 くの調 査 団を 派 遣 し,54年 度

に実 施 した3件(第2-8-14表)を 加 え る と,54年 度 末 まで に29件 と

な って い る。

これ らの調 査 は,ラ ジオ放 送 網 整 備 計 画,テ レビ ジ ョン放 送 局建 設計

画,沿 岸 無 線 網 拡 充 計 画等 につ い て,そ れ ぞ れ,事 前 調 査,実 施 設 計等

を 行 った もの で あ る。
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第2-8-14表54年 度電波 ・放送関係開発調査実績

調 査 名 陣 鯛 人 員1 概 要

ネ パ ー ル

ラジオ放送網拡充計画

調査

イ ラ ク

放送網整備計画事前調

査

マ レ イ シ ア

FM放 送 網整 備計画事

前調査

30日

13目

13日

8名

5名

5名

53年 度に実施 した事前調査を踏 ま

えて,首 都 カ トマ ンズの放送 スタジ

オ,送 信所等の建 設を主体 とす る本

計画について,建 設予定地等の調査

を行い,基 本設計に必要な資料を収

集す るとともに先方政府 と協議を行

うための調査

ラジオ及びテ レビジ ・ン放送局の

整備計画について,本 格調査を行 う

のに先立ち,先 方政府 と協議を行い,

プロジ ェク トの内容を明確にす ると

ともに関連情 報の収集等を行 うため

の調査

マ レー半島全域 をカバ ーす るVH

F/FM(ス テ レオ)放 送 網及び中波

放送 の難視聴地域 に お け るVHF/

FM(モ ノホニ ック)放 送 中継 局 の

建設計画 につ いて,本 格調 査を行 う

のに先立 ち,先 方政府 と協 議 を 行

い,本 格調査 の範 囲,内 容等 を確定

す るとともに,関 連情報 の収集等 を

行 うた めの調査

(注)ネ パール ラジオ放送網拡充計画調査及び53年 度 に実施 したス リ・ランカテ レ

ビジ 目ン放送網建設計画実施設計調査 につ いては,そ れ らの調 査完了後,報 告

書案説明 のため,そ れぞれ,21日 間6名,15日 間5名 を現地 に派遣 した。

エ .海 外 技 術 協 力セ ンタ

電 気 通 信 分 野 に おけ る海 外 技 術 協 力 セ ンタ と して最 初 に 開設 され た の は,

タイ 電 気 通 信 訓 練 セ ンタ(35年 開設)で あ る が,以 降,パ キ ス タ ン電 気 通 信

研 究 セ ンタ,メ キ シ コ電 気 通 信 訓 練 セ ンタ,イ ラ ン電 気 通 信 研 究 セ ン タ,ジ

ョル ダ ン王 立 科 学 院 電 子 工 学 サ ー ビス ・訓 練 セ ンタ及 びペ ル ー電 気 通 信 訓 練

セ ンタが 漸 次 設 立 され,我 が 国 か ら の協 力 に よ り運 営 され,発 展 して きて い

る。 これ ら の うち,現 在 も合 意 議 事 録 に基 づ い て協 力が 続 け られ て い る の
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第2-8-15表 現在協力 中の海外電気通信訓練 ・研究セ ンタ等の概況

セ ン タ 名 開設年月 概 況

ジ ョルダ ン王立科

学院電子工学サ ー

ビス ・訓練セ ンタ

タイ ・モ ンクッ ト

王工科大学(旧 タ

イ電気通信訓練 セ

ンタ)

パキスタ ン中央電

気通 信研究所

52年12月

35年8月

(44年度

に大学 に

昇格)

54年3月

我が国は,本 セ ンタに対 し,52年12月 か ら

4年 の協力期 間で機材 の供与,専 門 家 の 派

遣,研 修員の受入れ等 を同時に実施するいわ

ゆ るセンタ方式の技術協力 を 行 って き て お

り,54年 度 までに派遣 された専門家は,長 期

1名,短 期9名,研 修のため我が国で受 け入

れた カウンターパー トは5名,供 与 され た機

材の総額は,約i億4,880万 円である。

また,本 セ ンタの建物建設のために約10億

円の贈与が行われ,目 下,56年3月 引渡 しを

目途に建設が進め られている。

本大学通信工学科は,旧 タイ電気通信訓練

セ ンタが37年 に3年 制の ノンブ リ電気通信専

門学 校に昇格 し,そ の後44年 に5年 制 の大学

に昇格 した もので,こ の間,我 が 国か らの専

門家の派遣,機 材の供与,カ ウンターバ ー ト

の我が国での研修等を通 じて充実,発 展 して

きたが,さ らに,53年12月 か ら4年 の協力期

間でセ ンタ方式の技術協力を実施 してい る。

現在 のセ ンタ協力において54年 度 までに派

遣 され た専門家は,長 期3名,研 修 のため我

が国が受け入れた カウンターパー トは5名,

供与 された機材の総額は1億5,110万 円であ

る。

本研究所は,パ キスタ ン政府が同国の電気

通信分野において研究 開発体制を電気通 信技

術の進歩に対応 し得るものに整備拡充す るた

め,我 が国の協力に より設立 された。我が国

は,51年 及び52年 に同研究所 の研究棟及び附

属施設の建設並びに研究用機材の 購 入 の た

め,合 計約22億 円の贈与を行 った。同研究所

に対 しては,54年3月 から5年 の協力期間で

セ ンタ方式の技術協 力を行 うことにな ってい

る。

54年 度には8名 の長期専門家を派遣 し,ま
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セ ン タ 名 開設年月 概 況

ペル ー電気通信訓

練 セ ンタ

54年11月

た,4名 のカ ウンターパ ー トを我 が国に受け

入れ,研 修 を実施 した。

本 セ ンタは,ペ ルーにおける現電気通信関

係技術者の知識 ・技術 の向上及 び新技術者 の

養成 を拡充強化す るため,協 力要請 してきた

もので,こ れ に対 し我が 国は,53年5月 に事

前調査 チームを派遣 した後,54年4月 に短期

専門家 チームを,続 いて54年10月 に実施協議

チームを派遣 し,54年ll月 以降3年 間 にわた

り協力 を行 うことに な り,54年 度末 までに3

名の長期専門家を派遣 している。

は,ジ ョル ダ ン,タ イ,パ キ ス タ ン及 び ペ ル ー の4セ ンタ で あ る。

ペ ル ー電 気 通 信 訓 練 セ ンタ につ い ては,同 国 に おけ る現 電 気 通 信 技 術 者 の

知 識 ・技 術 の 向上 及 び 新 技 術 者 の養 成 を 拡 充 強 化 す るた め,協 力要 請 が な さ

れ,我 が 国は53年5月 に事 前 調 査 チ ー ムを 派 遣,54年4月 には 短 期 専 門家 チ

ー ム を
,ま た,同 年10月 に は実 施 協 議 チ ー ムを 派 遣 して,54年11月 か ら3年

間 にわ た り,協 力が 行 わ れ る こ とに な った 。

また,メ キ シコ電 気 通 信 訓 練 セ ンタに つ い ては,50年7月 を もっ て協 定 は

終 了 した が,そ の後 も専 門 家 の 派 遣 等 を 行 っ て協 力を 実 施 して きて お り,54

年10月 に は,同 セ ンタに対 し供 与 され た 機 材 の稼 動 状 況 等 を 調 査 す るた め,

ア フ タ ー ケ アを 行 った。

この ほ か,フ ィ リ ピ ンか ら電 気 通 信 分 野 に おけ る技 術 者 育 成 の充 実 を 図 る

た め の 計 画 に対 す る協 力要 請 が な され て お り,54年8月 に事 前 調 査 チ ー ムを

派遣,ま た,シ ン ガポ ール か ら コ ン ピュ ー タ関 係 要 員 の養 成 を 図 るた め の計

画 に対 す る協 力要 請 が な され て お り,55年2月 に コ ンタ ク トチ ー ム がそ れ ぞ

れ 派 遣 され,協 力 内 容 に つ い て の 検 討 が 行 わ れ て い る。

現 在,協 力 中 の セ ン タの 状 況 は 第2-8-15表 の とお りで あ る。

(3)資 金 協 力

通 信 分 野 に お け る資 金協 力 は,37年 度 に パ キ ス タ ンの電 信 電 話施 設 拡 張 計



第2-8-16表54年 度通信分野における円借款 一覧表

奪舞 稲 供 与 先(金 額百万円)実施機関 翻
鵬
㈲

返 済

期 間 対 象 プ ロ ジ エク ト(年)
貸付契約締

結 日 備 考

1979.8.20エ ジ プ ト
海 外経 済5

,1383.51030

協 力 基 金

1979。10.2 ケ ニ ア 7,878 〃

スエズ運河地帯電

話網整備計画
1979.11. 電話交換機 の増設及び市7

内電話 ケーブルの敷設

3.01030電 気通 信 網 改 善 計1980.2.7電 話 交 換 機 の 増 設 及 び ケ

画 一 ブ ルの 敷 設

1979.11.20ビ ル マ2,220 ''

第2次 電気通信網
2.251030 近代化計画

電 話 交 換 機,テ レ ッ クス

1979.12.24交 換 機,マ イ ク ロ回線 等

の 増設

1979.11.30 イ ン ドネ シ ア 2,640 〃 2.5 10 30 電波監視体制整備

計画
1980.3.31 電波監視設備の導入

oo

1980.1.14イ ン ド2,700
'

電 気 通 信 網拡 充 計2.75io30

画

1980.5.8 交換機の増設 画

1980.1.28ペ ル ー 436' 4.25725沿 岸無 線 整 備 計 画1980.6.30

(注)1,「 返済期間」は,据 置期間を含んだ期間である。

2.1979年12月26日 交換公文が締結 された シリアに対す る円借款(36.4億 円)の 中に 「地方電話交換計画」が含まれ る。

ー

艀
Qo
qo

l
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第2-8-17表54年 度通信 放送分野 における無償資金協 カー覧 表

(交換公文締結 ベース)

交換 公 文
署名年月日

1979.フ.25

1979.8.7

1980.3.13

供 与 先

ス リ ・ラ ン カ

ジ ョ ル ダ ン

パ ラ グ ァ イ

金 額
(百万 円)

2,000

1,000

600

対 象 プ ロジ エク ト

テ レビジ ョン放

送局建設計画

王立科学院電子

工学サ ー ビス ・

訓練セ ンタ建設

計画

衛星通信地球局

等改修計画

備 考

画 に対 して供 与 され た 円借 款 に始 ま るが,そ の後 次 第 に対 象 プ ロ ジ ェ ク トも

増 え,そ の分 野 も マイ ク ロウ ェー ブ網 建 設,電 気 通 信 網 建 設,衛 星 地 球 局 建

設,海 底 同軸 ケ ー ブ ル建 設,テ レ ビジ ョ ン放 送 網 建 設,電 波 監 視 網 整 備 等 多

岐 にわ た り,供 与 対 象 国 も ア ジ ア地 域 は も と よ り,中 近 東 ・ア フ リカ地 域,

中南 米 地 域 に拡 大 して い る。

54年 度 にお け る円 借 款 供 与 プ ロジ ェ ク ト件 数 は,電 気 通 信 関 係4件,電 波

関 係2件,計6件(第2-8-16表 参 照)で あ り,計210億 円が 供 与 さ れ

た 。54年 度 末 まで の 円 借 款 供 与 プ ロ ジ ェ ク トは,54年 度 の6件 を 加 え81件 に

達 して い る(な お,54年 度 に 交 換公 文 が締 結 され た 円 借 款 候補 案 件 の中 に 電

気 通 信 関 係 プ ロジ ェ ク トが1件 あ る。)。

また,無 償 資金 協 力 と して,54年 度 は ス リ ・ラ ン カの テ レビ ジ ョ ソ放 送 網

建 設 計 画,ジ ョル ダ ンの王 立科 学 院 電 子 工 学 サ ー ビス ・訓 練 セ ンタ建 設 計 画

及 び パ ラ グ ァイ の通 信 衛 星 地 球 局 等 改修 計画 に対 し,計36億 円 の贈 与 が 行わ

れ た 。

54年 度 末 ま で の無 償 資 金 協 力 プ ロジ ェ ク トは,54年 度3件(第2-8-17

表 参 照)を 加 え,13件 に達 して い る。


